
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
（
中
）

一
筆
蹟
の
観
察
と
記
帳
作
業
の
検
討
一

〉
ロ
〉
§
目
白
8
男
。
8
霧
昌
2
臼
昏
o
O
こ
巽
亀
〉
。
8
⊆
三
㎝
♂
『
寓
巨
α
ぎ
α
q
聾
⑦
一
。
・
ゲ
一
嵩
日
巴
⑦
冨
目
。
二
曲
。

　
b
⇔
霧
巴
8
0
冨
嘗
。
δ
唯
琶
O
げ
ω
。
ミ
巴
8
鋤
巳
§
国
含
量
8
併
一
8
。
h
b
6
8
算
。
呂
ぎ
㈹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
本
　
幸
　
男

13

二
　
帳
簿
の
作
成
と
書
き
換
え

　
ω
下
道
主
と
阿
刀
乙
万
呂

　
造
石
山
寺
所
の
帳
簿
の
中
で
最
も
早
く
始
ま
る
の
は
㈹
造
寺
料
銭
画
帳
で
、
冒
頭
に
は
甲
筆
に
よ
っ
て
天
平
宝
字
五
年
十
二
月
二
十
四

日
条
の
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
（
表
－
参
照
）
。
造
石
山
寺
所
関
係
文
書
の
中
で
最
も
早
い
日
付
を
持
つ
の
は
、
長
上
船
木
宿
雨
万
日
目

木
工
三
人
・
仕
丁
三
人
の
雑
物
充
当
を
伝
え
る
同
年
十
二
月
二
十
三
日
付
造
寺
司
牒
（
正
集
五
、
四
ノ
五
二
五
～
五
二
六
）
で
あ
る
か
ら
、

㈱
の
冒
頭
の
記
事
は
最
初
期
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
甲
筆
、
す
な
わ
ち
下
道
主
が
石
山
に
出
向
す
る
の
は
翌
年
の
正
月

に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ
り
、
同
月
二
十
日
付
造
石
山
寺
所
解
案
（
⑪
、
十
五
ノ
一
三
九
～
一
四
〇
）
に
は
三
主
を
案
主
と
し
て
所
請
す

る
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
造
石
山
寺
所
の
正
月
（
三
〇
日
）
の
上
日
報
告
で
は
、
道
主
の
そ
れ
は
一
五
と
あ
る
（
表
2

　
　
ハ
　
　

参
照
）
の
で
、
こ
の
時
に
は
既
に
造
石
山
寺
所
に
出
仕
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
主
の
造
石
山
寺
所
へ
の
出
向
に
は
造
東
大
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造石山寺所の帳簿（中）

天
平
宝
字
六
年

正
月

二
月

三
月

四
月

五
月

六
月

七
月

八
月

九
月

十
月

主
典
安
都
雄
足

三
〇
（
一
八
）

二
〇

三
〇
（
二
〇
）

一
七
（
＝
）

二
三
（
一
九
）

一
四
（
＝
二
）

一
〇
（
八
）

四
（
三
）

五
（
三
）

長
上
船
木
田
奈
万
呂

三
〇
（
二
九
）

三
〇

二
七
（
二
六
）

八
（
七
）

二
三
（
二
二
）

二
五
（
二
三
）

七
（
六
）

三
〇

二
四
（
二
三
）

二
八
（
二
七
）

二
二
（
二
一
）

三
〇
（
二
九
）

五
（
四
）

二
九
（
二
八
）

一
七
（
一
六
）

二
九
（
二
八
）

一
五
（
一
四
）

二
九

三
〇
（
二
九
）

一
九
（
一
八
）

二
九
（
二
八
）

二
二
（
二
二
）

二
九
（
二
八
）

二
〇
（
一
九
）

一
五
（
一
四
）

二
五
（
二
四
）

一
六
二
五
）

三
〇

三
〇
（
二
九
）

二
九
（
二
七
）

二
六
（
二
〇
）

五
（
四
）

一
〇

七

三
〇
（
二
九
）

二
九
（
二
八
）

二
六
（
二
一
）

一
七
（
一
六
）

二
九
（
二
八
）

二
四
（
二
三
）

領
　
上
　
馬
　
養
　
下
　
道
　
主
　
玉
作
子
綿
　
三
嶋
豊
羽
　
品
治
石
弓
　
秦
　
足
　
人
　
工
　
広
　
道
．
弓
削
伯
土
呂
　
阿
刀
乙
土
呂
　
道
　
豊
　
　
足

一
六
（
一
五
）

二
〇

三
〇
（
二
九
）

二
四
（
二
〇
）

一
二
（
九
）

二
五

三
〇
（
二
九
）

二
九
（
一
九
）

二
七

三
〇
（
二
九
）

　
●
　
　
●
二
九
（
二
八
）

五

＝
二

八
（
七
）

二
（
一
）

七

三
〇

三
〇
（
二
九
）

一
＝
（
一
九
）

一
五
（
八
）

．
二
七
（
二
六
）

二
九
（
二
六
）

二
七
（
二
六
）

三
〇
（
二
九
）

二
三
（
一
九
）

一
五
（
一
四
）

三
〇

三
〇
（
二
九
）

二
二
（
一
コ
）

二
九
（
二
八
）

一
五
（
一
四
）

二
九
（
二
八
）

二
三
（
二
二
）

三
〇
（
二
九
）

二
九
（
二
八
）

●
　
　
■
三
〇

二
八
（
二
七
）

二
九
（
二
八
）

二
こ
（
二
〇
）

装
濱
能
登
忍
人

七
（
六
）

三
〇

二
〇
（
一
九
）

一
七
（
一
六
）

二
一

二
＝
二
〇
）

七
（
六
）

ニ
ス
ニ
○
）

三
〇
（
二
九
）

ニ
ス
ニ
○
）

三
〇

＝
二

二
六

二
六
（
｝
九
）

一
五

二
四

二
九
（
二
八
）

三
〇

三
〇

二
九
（
二
八
）

二
八
（
二
七
）

九

二
九

二
九
（
二
八
）

木
工
穂
積
河
内
　
丸
二
男
公
　
甲
賀
深
万
呂
　
県
主
石
敷
　
丈
部
真
犬
　
勾
猪
万
呂

二
三

二
七

二
八
（
二
四
）

二
九
（
二
八
）

九

二
七

二
九
（
二
八
）

三
〇

三
〇

三
〇

二
六
（
二
五
）

二
九
（
二
八
）

九

二
七

二
九
（
二
八
）

二
五

一
七
（
一
六
）

二
八
（
二
七
）

七

二
九

二
九
（
二
八
）
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山本幸男

三
〇

二
八
（
二
七
）

二
六
（
二
五
）

九

二
八

二
六
（
二
五
）

二
六

二
五
（
二
四
）

二
七
（
二
六
）

九

二
九

二
三
（
二
二
）

ご
．
一

秦
　
九
　
月
他
田
小
豊
播
磨
父
万
呂
秦
　
広
　
津
紀
　
黒
　
弓
他
田
安
得
高
　
乙
　
虫
阿
刀
兄
万
呂

三
〇

二
八
（
二
三
）

二
八
（
二
七
）

七

二
七

二
九
（
二
八
）

一
四
（
＝
二
）

一
三
（
一
二
）

1

四
（
三
）

一
二

鉄
工
物
部
根
万
呂
　
和
久
真
時

一
五
（
　
四
）

三
〇

二
八
（
二
七
）

二
九
（
二
八
）

八

二
九
（
二
八
）

二
九
（
二
八
）

土
工
私
部
在
人

二
六
（
二
五
）

二
九
（
二
八
）

二
八

二
七

二
九
（
二
八
）

一
五
（
一
四
）

仏
工
己
智
帯
成
　
志
斐
公
万
呂
　
息
長
常
人

二
〇一

四

画
工
上
楯
万
呂

二
三
（
二
二
）

二
七
（
二
六
）

一
〇
（
六
）

15

（
注
）
本
土
は
、
㈲
解
移
牒
符
案
所
載
の
廿
日
報
告
（
一
五
ノ
一
四
五
～
一
四
六
、
未
収
（
天
平
時
代
文
書
）
、
一
五
ノ
一
七
五
～
一
七
六
、
一
九
二
～
一
九
三
、

　
二
一
二
～
二
＝
二
、
二
一
七
～
二
一
八
、
二
一
二
〇
～
二
一
二
一
、
未
収
（
続
修
9
⑦
⑨
裏
）
、
一
五
ノ
ニ
四
五
～
二
四
七
。
正
月
～
八
月
は
造
石
山
寺
所
解

　
案
、
九
・
十
月
は
石
山
院
奉
呈
大
般
若
所
解
案
に
よ
る
）
よ
り
作
成
。
黒
丸
を
付
し
た
数
字
は
墨
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
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造石山寺所の帳簿（中）

寺
司
が
難
色
を
示
し
、
右
の
二
十
日
付
の
質
請
に
対
し
て
、
同
月
二
十
三
日
付
造
東
大
寺
司
牒
（
続
修
別
集
七
、
五
ノ
六
八
～
六
九
）
で
は
、

コ
下
道
主
／
右
人
其
早
番
預
占
考
不
知
彼
身
所
在
／
傍
不
得
平
充
」
と
述
べ
、
造
石
山
寺
所
が
提
出
し
た
上
日
に
対
し
て
も
、
二
月
二

日
付
造
東
大
寺
森
吉
（
正
集
五
、
五
ノ
八
四
）
は
「
一
下
道
主
玉
作
子
綿
二
人
者
司
勾
画
充
何
申
上
／
其
上
日
」
と
し
て
返
却
の
措
置
を

と
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
良
主
の
処
遇
を
め
ぐ
る
記
事
は
な
く
、
上
唇
も
造
石
山
寺
所
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
（
表
2
参
照
）
の

で
、
二
日
付
牒
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
傷
害
は
造
石
山
寺
所
の
政
所
に
黒
甜
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
し
て
も
、

長
上
船
木
宿
奈
万
呂
ら
と
同
じ
こ
ろ
に
石
山
へ
赴
き
帳
簿
作
成
に
従
事
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
先
の
上
日
数
よ
り
推
せ
ば
、
道
具

が
造
石
山
寺
所
に
出
仕
し
出
す
の
は
六
年
正
月
十
六
日
ご
ろ
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
道
主
は
、
こ
の
日
以
降
に
前
年
十
二
月

二
十
四
日
の
記
事
を
書
い
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
㈲
雑
材
井
言
訳
及
黒
炭
納
帳
の
正
月
十
五
日
条
に
登
場
す

る
乙
筆
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

　
乙
筆
、
す
な
わ
ち
阿
刀
乙
美
玉
が
造
石
山
寺
所
に
充
て
ら
れ
る
の
は
、
六
年
正
月
十
四
日
墨
黒
東
大
寺
司
書
（
続
修
別
集
六
、
五
ノ
三

～
四
）
に
お
い
て
で
、
舎
人
品
部
石
弓
と
鉄
工
物
部
祢
登
呂
と
と
も
に
出
向
さ
せ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
正
月
の
聖
日
は
男
主
と
同
じ

く
一
五
で
あ
る
（
表
2
参
照
）
か
ら
、
十
六
日
に
は
造
石
山
寺
所
に
出
仕
し
て
い
た
ら
し
く
、
㈲
雑
物
用
人
の
同
日
条
に
は
、
山
子
所
に

充
て
る
鉄
一
〇
廷
・
鍬
二
口
が
阿
刀
千
万
呂
と
玉
作
子
綿
に
付
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
（
＋
五
ノ
聞
取
〇
）
。
そ
の
後
、
面
繋
呂
と
千

綿
は
田
上
山
作
所
の
領
と
な
り
、
正
月
三
十
日
付
田
上
山
作
所
告
朔
（
続
雪
後
集
三
十
二
、
十
五
ノ
三
四
四
～
三
四
八
、
続
修
別
集
三
十
一
、

　
　
　
　
　
れ
は
ほ
　

五
ノ
七
七
～
八
三
）
の
作
成
に
従
事
し
て
い
る
が
、
子
綿
ら
に
宛
て
ら
れ
た
二
月
四
日
付
造
石
山
寺
所
論
案
（
⑪
、
＋
五
ノ
一
四
九
）
に
は

阿
昌
吉
万
呂
に
替
え
て
道
悪
足
を
領
と
し
て
充
遣
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
、
「
宜
承
知
黒
子
万
呂
志
望
雑
物
悪
場
足
音
遷
以
今
月
六
日
／

参
向
寺
家
」
と
の
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。
山
作
所
領
と
し
て
の
乙
甲
呂
は
、
翌
五
日
中
の
造
石
山
寺
老
声
案
（
⑪
、
＋
五
ノ
一
五
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
見
え
る
の
が
最
後
で
あ
る
か
ら
、
乙
請
田
は
予
定
通
り
六
日
に
は
田
上
山
作
所
か
ら
造
石
山
寺
所
へ
配
置
換
え
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

従
っ
て
、
㈹
造
寺
料
銭
用
帳
・
⑧
雑
材
井
檜
皮
及
和
拝
納
帳
（
冒
頭
に
「
雑
材
井
檜
皮
斑
帳
」
と
題
す
る
）
・
㈹
鉄
充
井
作
上
帳
・
⑥
雑
物
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用
心
の
正
月
十
五
日
か
ら
二
月
五
日
に
か
け
て
の
各
条
に
見
え
る
乙
万
善
の
筆
（
乙
筆
、
表
1
参
照
）
は
、
二
月
六
日
以
降
の
も
の
と
思

　
　
　
ぜ

わ
れ
る
。

　
記
帳
担
当
者
が
着
任
以
前
の
記
事
を
一
括
し
て
書
き
上
げ
る
の
は
心
々
に
し
て
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
し
、
下
道
主
と
阿
雲
斎
万
呂
の
場
合

も
と
り
た
て
て
問
題
に
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
右
の
⑧
・
㈹
・
⑥
の
各
帳
簿
に
は
、
内
容
を
ほ
ぼ
同
じ

く
す
る
⑪
雑
材
納
帳
・
¢
り
心
用
帳
・
㈲
雑
物
直
垂
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
す
る
と
、
事
は
や
や
複
雑
に
な
っ
て
く
る
。

17

山本幸男
　
ω
旧
帳
と
新
帳

　
㈲
雑
材
百
薬
は
正
月
十
五
日
～
二
十
八
日
、
㈲
土
用
帳
は
正
月
十
六
日
～
二
月
二
十
一
日
、
◎
雑
物
岩
室
は
正
月
十
六
日
～
二
月
二
十

五
日
の
間
の
記
事
を
書
き
留
め
る
一
～
二
紙
の
帳
簿
で
、
い
ず
れ
も
尾
部
を
欠
い
た
状
態
に
あ
る
（
一
覧
表
参
照
）
。
岡
藤
良
敬
氏
は
、
こ

の
㈲
と
⑧
雑
材
井
檜
皮
五
和
炭
納
帳
、
㈲
と
㈹
鉄
座
井
作
上
帳
、
㈲
と
⑥
雑
物
用
帳
を
そ
れ
ぞ
れ
案
文
と
正
文
の
関
係
と
と
ら
え
ら
れ
て

　
　
む
　い

る
が
、
両
者
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
こ
れ
ら
圃
・
㈲
・
㈲
を
案
文
と
す
る
に
は
い
く
つ
か
の
間
題
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
以
下
、

順
に
そ
の
理
由
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
⑨
雑
直
納
帳
と
③
雑
材
井
雨
皮
及
和
炭
納
帳
を
見
る
と
、
正
月
十
五
日
～
二
十
八
日
の
限
ら
れ
た
期
間
で
は
あ
る
が
、
㈲
に
記

さ
れ
た
雑
材
（
椙
榑
、
黒
木
、
黒
木
の
桁
・
柱
・
古
曲
比
・
佐
須
な
ど
）
の
収
納
数
と
雇
夫
・
仕
丁
の
採
里
数
は
⑧
の
も
の
と
一
致
し
て

い
る
の
で
、
両
者
は
同
内
容
と
見
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
式
の
方
は
異
な
っ
て
お
り
、
冒
頭
の
正
月
十
五
日
条
は
と
も
に

主
文
／
「
右
」
記
事
／
位
署
（
⑪
で
は
主
典
安
都
雄
足
が
自
署
を
加
え
る
）
と
共
通
す
る
も
の
の
、
㈲
で
は
、
そ
れ
に
続
く
十
五
日
～
二
十

七
日
の
各
条
を
主
文
＋
「
右
」
記
事
も
し
く
は
主
文
／
「
右
」
記
事
の
形
で
書
き
継
ぐ
の
に
対
し
（
二
十
八
二
条
は
後
半
部
を
欠
く
た
め
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
）
、
㈲
で
は
、
こ
の
間
の
収
納
雑
材
を
一
括
集
計
し
て
十
五
日
条
の
「
又
」
主
文
と
し
、
「
発
揮
十
五
日
製
革
七
日
自
立
石
岡
採
如
件

夏
霞
百
廿
九
人
」
（
十
五
ノ
ニ
六
一
）
と
の
「
右
」
記
事
を
付
け
て
位
署
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
、
㈲
の
方
が
⑧
よ
り
先
に
作
成
さ
れ
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て
い
た
こ
と
、
⑧
で
は
そ
れ
を
も
と
に
収
納
雑
材
の
集
計
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
】
括
集
計
は
③
の
正
月
二

十
八
日
条
や
二
月
一
日
条
で
も
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
立
石
山
か
ら
の
収
納
雑
材
と
採
血
を
、
前
者
で
は
正
月
二
十
八
日
～
三
十
日
、
後
者

は
二
月
一
日
～
三
十
日
の
分
を
ま
と
め
て
記
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
現
状
で
は
当
該
条
を
欠
失
す
る
が
、
㈲
を
も
と
に
し
た
集
計
と

見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
⑧
で
の
収
納
雑
材
の
集
計
記
事
は
二
月
一
日
条
の
も
の
が
最
後
で
、
三
月
二
日
以
降
雑
材
は
収
納
の
都
度
記
帳
さ
れ

て
い
る
の
で
、
㈲
の
記
事
は
二
月
三
十
日
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
⑧
雑
姫
井
檜
皮
協
和
炭
画
帳
に
は
、
雑
材
の
他
に
檜
皮
と
和
炭
の
収
納
も
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
両
者
に
も
⑨
雑
材
納
帳
の
よ
う

な
帳
簿
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
耳
垢
の
場
合
は
、
一
括
集
計
で
は
な
い
が
、
二
月
九
日
～
三
十
日
の
各
条
に
日
別
の
収
納
数
を
主
文
／
「
右
」

記
事
も
し
く
は
主
文
の
み
で
書
き
上
げ
、
最
後
の
三
十
日
条
に
位
署
を
加
え
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
一
方
、
和
炭
の
場
合
は
、
三
月
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

日
置
に
「
収
納
和
炭
珊
耳
石
四
斗
　
焼
夫
光
八
人
／
百
工
正
月
廿
四
日
首
吊
二
日
焼
炭
壷
今
日
納
如
件
」
（
合
点
は
省
略
。
十
五
ノ
ニ
六
八
）

と
記
し
て
一
括
集
計
を
行
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
整
理
・
集
計
の
対
象
と
な
る
先
行
帳
簿
が
あ
っ
て
の
措
置
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
見
る
と
、
⑧
は
、
冒
頭
に
「
雑
材
井
檜
皮
納
帳
」
と
題
す
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
三
月
一
日
～
九
日
の
間
に
、
ま
ず
㈲
雑
材
納
言
と

”
置
賜
蓄
蔵
”
を
も
と
に
作
成
さ
れ
だ
し
、
九
日
に
”
和
炭
壷
帳
”
の
記
事
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雑
壷
井
檜
皮
及
和
炭
納
帳

と
し
て
の
体
裁
を
と
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
⑧
の
作
成
に
と
も
な
っ
て
先
行
す
る
三
帳
簿
は
そ
の
役
割
を

終
え
た
わ
け
で
、
㈲
は
正
月
十
六
日
～
二
月
三
十
日
、
”
檜
皮
納
帳
”
で
は
二
月
九
日
～
三
十
日
、
”
和
炭
納
帳
”
で
は
正
月
二
十
四
日
～

二
月
二
十
二
日
の
記
事
で
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
閉
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
次
に
、
㈲
重
用
帳
と
㈹
鉄
充
井
作
上
帳
の
正
月
十
六
日
～
二
月
二
十
一
日
の
間
の
記
事
を
見
る
と
、
各
条
の
冒
頭
に
記
さ
れ
る
鉄
廷
の

下
充
数
は
一
致
し
、
そ
れ
に
続
く
作
上
鉄
雑
物
は
品
目
の
一
部
が
㈹
で
削
ら
れ
た
り
作
上
甑
が
変
更
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外

の
も
の
は
ほ
ぼ
同
内
容
と
見
ら
れ
る
。
書
式
の
方
は
、
弄
り
に
は
「
右
」
記
事
は
付
け
ら
れ
ず
位
署
が
あ
る
の
も
一
部
だ
け
で
、
そ
の
他
は

主
文
の
み
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
㈹
で
は
、
主
文
／
「
右
」
記
事
／
位
署
と
い
う
整
っ
た
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
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「
右
」
記
事
は
、
「
右
作
上
財
物
等
如
件
」
（
＋
五
ノ
ニ
九
三
）
と
文
言
が
統
一
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
「
右
」
記
事
が
三

　
　
　
　
ま

月
四
日
条
ま
で
続
け
ら
れ
た
あ
と
、
次
の
十
日
条
で
は
「
右
作
上
釘
下
情
件
」
（
＋
五
ノ
ニ
九
八
）
と
文
言
の
一
部
が
変
わ
り
、
こ
れ
を
最

後
に
「
右
」
記
事
は
表
わ
れ
な
く
な
る
点
で
あ
る
。
㈹
に
お
け
る
作
上
鉄
雑
物
の
一
部
訂
正
や
書
式
の
統
一
は
、
㈲
を
下
敷
き
に
し
て
の

こ
と
と
見
ら
れ
る
が
、
正
月
十
六
日
条
か
ら
始
ま
る
画
一
的
な
「
右
」
記
事
が
三
月
四
日
条
ま
で
続
く
の
は
、
㈹
の
作
成
者
が
手
元
に
置

い
て
い
た
⑪
が
こ
の
日
で
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
、
換
言
す
れ
ば
、
㈹
の
筆
者
は
正
月
十
六
日
条
か
ら
こ
の
三
月
四
日
条
ま
で
連
続
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

書
き
上
げ
て
き
た
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑥
雑
物
用
帳
に
も
記
載
さ
れ
る
鉄
廷
下
魚
の
最
初
の
記
事
が
、
同
帳
三
月
四
日

条
に
「
又
下
鉄
光
三
廷
重
百
＋
六
斤
＋
再
／
右
自
正
月
十
六
日
迄
三
月
四
日
早
蒔
雪
雑
鉄
梅
”
／
用
惣
今
日
下
如
件
／
三
所
鮮
色
別
物
者
在
作

上
帳
」
（
十
五
ノ
三
一
八
～
三
一
九
）
と
あ
っ
て
、
正
月
十
六
日
～
三
月
四
日
の
下
品
数
を
集
計
し
て
い
る
の
も
、
㈲
の
記
事
が
こ
の
三
月

四
日
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
㈹
の
先
行
帳
簿
は
㈲
だ
け
と
見
ら
れ
る
の
で
、
恐
ら
く
三
月
五
日
ご
ろ
か
ら
＠
り
の
記
事

を
改
訂
し
書
式
を
整
え
て
㈹
に
転
記
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
㈲
雑
物
用
帳
と
⑥
雑
物
用
帳
の
場
合
は
題
目
が
一
致
し
、
書
式
も
主
文
／
「
右
」
記
事
／
位
署
を
基
本
形
と
し
て
い
て
ほ
ぼ
共
通
す
る

が
、
正
月
十
六
日
～
二
月
二
十
五
日
の
間
の
記
帳
内
容
を
比
べ
る
と
次
の
よ
う
な
相
違
点
が
見
出
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
㈲
冒
頭
の

正
月
十
六
下
条
の
記
事
が
⑥
で
は
二
月
三
日
条
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
⑥
は
正
月
二
十
四
日
条
か
ら
始
ま
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
点
、

②
㈲
の
正
月
二
十
四
日
条
の
和
炭
、
二
月
六
日
条
の
租
布
、
二
十
五
日
条
の
墨
の
各
下
充
記
事
が
⑥
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
点
、
③
⑥

に
は
⑥
に
認
め
ら
れ
な
い
正
月
三
十
日
条
の
雑
器
、
二
月
七
日
条
の
釘
等
の
各
下
充
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
①
の
㈲
正
月

十
六
軌
条
の
記
事
が
⑥
で
は
二
月
三
日
条
に
記
載
さ
れ
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
う
し
た
措
置
が
と
ら
れ
た
の
も
、
⑥
が
㈲
を
も

と
に
作
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
②
③
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
⑥
の
作
成
時
に
は
収
載
記
事
の
取
捨
が
行
な
わ
れ
た
ら

し
く
、
た
と
え
ば
②
の
和
炭
の
場
合
を
見
る
と
、
三
月
四
日
か
ら
始
ま
る
㈹
雑
甘
言
二
皮
及
管
炭
用
帳
の
同
月
九
日
条
に
お
い
て
、
和
炭

四
〇
餅
一
斗
の
下
平
に
「
右
自
正
月
廿
四
日
迄
三
月
十
日
充
用
和
炭
即
今
日
下
如
件
」
（
＋
五
ノ
三
六
五
）
と
記
す
よ
う
に
、
一
括
集
計
さ
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あ
　

れ
て
同
仁
に
転
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
三
月
十
日
置
区
切
っ
て
い
る
の
は
、
集
計
の
対
象
と
し
た
⑥
の
和
炭
量
充
が
、
こ
の
日
ま
で

書
き
継
が
れ
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
③
の
雑
器
は
、
そ
の
下
充
記
事
に
「
已
上
面
内
」
（
＋
五
ノ
三
一
五
）
と
注
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
㈲
で
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
購
入
品
の
下
心
を
⑥
で
は
追
加
記
入
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
釘
の
場
合
は
、
二
月
七
日
条
に
主
文
と

八
つ
の
「
又
」
主
文
に
よ
っ
て
下
充
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
右
」
記
事
で
写
経
所
用
と
石
山
寺
用
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
合
計
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

七
一
隻
も
の
釘
が
こ
の
日
に
心
霊
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
恐
ら
く
二
月
七
日
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
”
鉄
雑
物
用
帳
”
の
よ

う
な
も
の
か
ら
、
日
付
を
省
略
し
記
事
内
容
の
み
を
転
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
、
前
記
の
よ
う
に
、
三
月
四
日
条
に
は
重
り
鉄
用
帳

か
ら
集
計
し
た
正
月
十
六
日
～
三
月
四
日
の
鉄
叉
下
面
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
⑥
は
少
な
く
と
も
㈲
・
㈲
・
”
正
倉
物
書
帳
”
と

い
っ
た
先
行
帳
簿
を
も
と
に
し
て
、
雑
物
用
帳
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
作
成
開
始
日
は
、
先
に
推
定

し
た
㈲
と
㈲
の
最
終
記
事
を
念
頭
に
す
れ
ば
、
三
月
五
日
～
十
一
日
の
間
に
求
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

　
以
上
、
妄
り
雑
維
納
帳
は
㈹
雑
材
井
檜
皮
軽
士
炭
斗
帳
の
、
浸
り
鉄
用
帳
は
㈹
鉄
充
井
作
上
帳
の
、
㈲
雑
物
用
帳
は
⑥
雑
物
用
帳
の
そ
れ
ぞ

れ
先
行
す
る
帳
簿
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
よ
り
㈲
・
㈲
・
㈲
を
案
文
と
見
る
の
は
無
理
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
㈲
・
㈲
・
㈲
と
㈲
・
㈹
・
㈲
が
旧
帳
と
新
帳
の
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
新
帳
が
作
り
出
さ
れ
る
三
月
一
日

～
十
一
日
の
間
に
帳
簿
作
成
上
の
大
き
な
画
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
な
る
と
、
㈹
・
㈹
・
⑥
と
並
行
し
て
作

成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
他
の
帳
簿
（
㈹
～
⑪
）
に
お
い
て
も
、
同
様
の
事
態
が
進
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く

る
。
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
の
が
、
㈹
造
寺
料
銭
用
帳
と
⑧
造
寺
料
雑
物
収
納
帳
で
あ
る
。

　
㈹
造
寺
料
銭
用
帳
は
、
前
記
の
よ
う
に
帳
簿
の
中
で
最
も
早
い
日
付
を
持
つ
が
、
そ
の
冒
頭
部
で
は
日
次
が
乱
れ
て
お
り
、
天
平
宝
字

五
年
十
二
月
二
十
四
日
条
を
先
頭
に
六
年
正
月
十
日
、
五
年
十
二
月
二
十
七
日
、
六
年
正
月
十
六
日
、
八
日
、
二
月
三
十
日
、
十
六
日
の

順
に
各
条
の
記
事
が
書
き
継
が
れ
て
い
る
。
書
式
は
、
最
初
の
三
条
が
主
文
（
「
又
」
主
文
）
／
「
右
」
記
事
／
位
署
の
形
を
と
り
、
他
は

主
文
／
「
右
」
記
事
／
「
又
」
主
文
／
「
右
」
記
事
の
形
式
で
書
き
進
め
ら
れ
、
二
月
十
六
二
条
の
最
後
に
な
っ
て
位
署
が
置
か
れ
て
い
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る
。
次
の
三
月
差
日
条
以
降
に
な
る
と
、
日
次
通
り
に
記
帳
が
な
さ
れ
、
書
式
も
主
文
／
「
右
」
記
事
／
位
署
を
基
本
と
す
る
形
に
な
っ

て
い
る
点
か
ら
推
す
と
、
五
年
十
二
月
二
十
四
日
～
六
年
二
月
三
十
日
の
記
事
は
一
括
し
て
記
帳
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
㈹
に
も
㈲

雑
林
納
帳
・
㈲
鉄
用
畜
・
㈲
雑
物
用
帳
の
よ
う
な
先
行
す
る
”
鷺
足
帳
”
が
あ
っ
て
、
そ
の
記
事
を
三
月
一
日
～
七
日
の
間
に
一
部
改
訂

も
し
く
は
集
計
し
㈹
に
転
記
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
旧
離
か
ら
新
帳
へ
と
な
る
と
日
次
の
乱
れ
が
問
題
に

な
る
が
、
最
初
の
二
条
は
甲
賀
言
論
所
へ
の
、
六
年
正
月
十
六
日
条
は
田
上
山
作
所
へ
の
下
話
銭
を
、
残
る
各
条
で
は
雑
物
直
や
功
直
の

下
翼
銭
を
そ
れ
ぞ
れ
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
複
数
の
”
銭
用
帳
”
か
ら
用
割
去
に
記
事
を
ま
と
め
た
結
果
な
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
⑧
造
寺
料
雑
物
収
納
帳
の
場
合
は
、
日
次
順
に
記
帳
が
な
さ
れ
、
書
式
も
主
文
（
「
又
」
主
文
）
／
「
右
」
記
事
／
位
署
の
整
っ
た
形
を

と
り
、
位
署
に
は
い
ず
れ
も
主
典
安
都
雄
足
が
自
署
を
加
え
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
現
存
す
る
の
は
、
五
年
十
二
月
二
十
八
日
～
六
年

二
月
二
十
六
日
の
記
事
を
載
せ
る
一
紙
の
み
で
あ
る
が
、
写
真
に
よ
る
と
最
後
の
二
月
二
十
六
日
条
の
位
署
の
左
に
余
白
が
二
行
程
度
認

め
ら
れ
る
の
で
、
⑧
は
尾
欠
で
は
な
く
、
こ
の
一
紙
を
も
っ
て
記
帳
が
終
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
安
定
し
た
筆
遣
い
か
ら
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
二
月
二
十
七
日
以
降
に
一
括
し
て
書
か
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
⑧
は
早
戸
か
ら
書
き
換
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ガ
　

新
帳
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
何
故
に
一
紙
で
終
わ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

　
残
る
◎
食
物
用
事
と
⑪
解
移
牒
符
案
に
つ
い
て
も
三
月
上
旬
ま
で
の
記
事
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
一
括
集
計
や
書
式
の
変
化
、
㈹
造
寺

料
銭
用
帳
の
よ
う
な
大
幅
な
日
次
の
乱
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
が
、
◎
で
は
正
月
十
六
日
条
の
、

⑰
で
は
正
月
二
十
三
日
付
造
石
山
寺
所
符
案
の
各
位
署
に
、
主
典
安
都
雄
足
が
自
署
を
加
え
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
旧
帳
の
⑧
雑
材

納
戸
で
は
正
月
十
五
日
条
に
、
㈲
雑
物
用
帳
で
は
同
月
十
六
日
条
に
主
典
の
自
署
が
見
え
る
（
表
－
参
照
）
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

帳
は
い
ず
れ
も
日
次
順
に
、
⑥
は
正
月
十
四
日
条
か
ら
、
⑥
は
翌
十
五
日
付
案
文
か
ら
鋤
・
㈲
な
ど
の
旧
帳
と
並
行
し
て
書
き
継
が
れ
て

い
た
も
の
で
、
途
中
で
新
帳
へ
の
書
き
換
え
な
ど
が
な
か
っ
た
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
◎
・
⑥
と
も
、
当
初
か
ら
食
料
雑
物
の
用
帳
と
し
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造石山寺所の帳簿（中）

　　《旧帳》
（E’）雑材納帳

檜皮納帳
1）・

《新酒》

（E）雑材井檜皮雄和炭納帳

（F蜷翌ｱ＝（F）鉄充井作上帳

　　　　　　　り（Gt）雑物用帳＼マ（G）雑物用帳

　　　　　　　、（H）雑王朝檜皮及和炭用帳
　籔用膜（擾数）：｝　　　　（A）造寺料銭用帳

　雨気瞑麺硬　　　　　（B）造寺料雑物収納帳

　　　　　　　　　　　↓

注．［’…’：：：｝は存在が推定される帳簿

図5　旧帳と回覧の関係

　
㈲
帳
簿
書
き
換
え
の
目
的

　
旧
帳
か
ら
新
帳
へ
の
書
き
換
え
は
、
③
雑
材
井
檜
皮
肝
和
射
影
帳

・
㈹
鉄
充
井
作
上
帳
・
⑥
雑
物
用
帳
の
他
に
㈹
造
寺
料
銭
用
帳
・
⑧

造
寺
料
雑
物
収
納
帳
で
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
結
局
◎
食
物
用
帳
と
⑪

解
移
牒
符
案
だ
け
が
日
次
通
り
に
作
成
さ
れ
て
い
た
と
見
な
せ
る
よ

う
で
あ
る
。
図
5
は
、
以
上
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
三
月
上
旬
に
行
な
わ
れ
た
こ
う
し
た
帳
簿
の
書
き
換
え
作

業
を
ど
う
評
価
す
る
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
見

た
㈲
雑
材
用
帳
と
㈹
、
㈲
鉄
用
脚
と
㈹
、
㈲
雑
物
用
瀬
と
⑥
の
比
較

よ
り
、
①
主
文
／
「
右
」
記
事
／
位
署
を
基
本
形
と
す
る
書
式
の
統
一

と
、
②
先
行
帳
簿
の
統
合
に
よ
る
収
載
記
事
の
整
理
と
取
捨
選
択
が

新
帳
に
お
い
て
果
た
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
が
参
考
に
な
る
。
①
に

つ
い
て
は
、
◎
・
㈲
の
各
条
で
も
こ
の
書
式
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
、

他
の
料
物
収
納
・
下
充
に
関
す
る
帳
簿
も
こ
の
二
帳
に
倣
っ
た
こ
と

に
な
る
。
「
右
」
記
事
の
次
に
位
署
、
す
な
わ
ち
主
典
と
領
の
自
署

22

て
造
石
山
寺
所
（
写
経
所
も
含
む
）
発
給
文
書
の
案
文
帳
と
し
て
、

そ
の
用
途
は
明
確
で
あ
り
、
他
の
帳
簿
と
の
調
整
の
必
要
も
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
ね
は
　
　

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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山本幸男
欄
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
記
帳
主
体
を
明
ら
か
に
し
、
主
典
安
都
雄
足
に
記
事
閲
覧
の
機
会
を
与
え
て
出
納
実
務
の
正
確
さ
を
期
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

と
す
る
の
が
①
の
目
的
な
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
新
墓
で
は
安
都
雄
足
の
自
署
は
わ
ず
か
し
か
認
め
ら
れ
な
い
が
、
雄
足
自
身
、
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

石
山
寺
所
と
奉
写
石
山
院
大
般
若
留
所
の
責
任
者
と
し
て
繁
忙
な
実
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
一
定
の
期
間
ご
と
に
各

帳
簿
を
通
覧
し
自
署
は
省
略
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
②
の
場
合
は
、
㈹
が
伍
り
と
“
檜
山
窩
帳
”
“
和
炭
納
帳
”
（
以
上
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

点
は
推
定
）
を
取
り
込
ん
で
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
⑧
に
対
応
し
て
α
り
雑
材
嘉
事
皮
船
和
郎
用
帳
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
、
料

物
の
収
納
や
下
智
を
少
数
の
帳
簿
で
記
帳
で
き
る
よ
う
に
し
、
帳
簿
題
目
と
記
事
内
容
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
聖
目
別
の
記
帳
や
検
出
を

よ
り
簡
便
に
行
な
え
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
三
月
上
旬
に
行
な
わ
れ
た
旧
帳
か
ら
新
客
へ
の
書
き
換
え
は
、

帳
簿
利
用
を
前
提
に
し
て
の
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
α
り
の
三
月
二
十
九
日
長
に
朱
筆
で
「
已
上
春
季
告
朔
申
了
」
（
十
五
ノ
三
六
六
）
と
追

記
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
近
々
に
迫
っ
た
春
季
告
朔
の
作
成
に
供
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
春
季
告
朔
は
、
造
石
山
寺
所
に
と
っ
て
既
知
の
事
柄
で
あ
ろ
う
か
ら
、
各
帳
簿
も
あ
ら
か
じ
め
告
朔
を
前
提
に
し
て
形
式

な
ど
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
ど
う
も
か
な
わ
な
か
っ
た
の
は
、
実
務
上
の
不
手
際
と
い
う
問
題
の

他
に
、
帳
簿
の
作
成
に
従
事
す
る
領
の
仕
事
量
に
そ
う
し
た
配
慮
を
生
み
出
す
だ
け
の
余
裕
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
前
記
の
よ
う
に
、
下
道
主
が
領
（
吉
見
）
と
し
て
造
石
山
寺
所
に
出
仕
し
だ
す
の
は
、
正
月
十
六
日
ご
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
。
道
果
は
、

こ
の
日
よ
り
㈲
雑
受
納
帳
・
㈲
鉄
用
帳
・
㈲
雑
物
用
帳
（
以
上
、
旧
帳
）
及
び
⑥
食
物
藤
岡
・
⑪
解
移
牒
乙
案
の
各
帳
簿
の
作
成
に
従
事

し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
帳
簿
の
筆
蹟
は
、
書
き
始
め
か
ら
二
月
末
ま
で
直
筆
の
み
で
あ
る
（
表
1
参
照
）
か
ら
、
残
る
五
つ
の

旧
帳
（
い
ず
れ
も
推
定
、
図
5
参
照
）
も
含
め
て
、
こ
の
間
の
記
帳
作
業
は
道
主
一
人
で
進
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
明
主

に
は
、
監
物
出
納
の
管
理
や
雑
公
文
の
作
成
と
い
う
日
常
的
な
業
務
が
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
一
〇
点
も
の
帳
簿
の
記
帳
に
加
え
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ソ

こ
れ
ら
各
帳
簿
を
春
季
告
朔
作
成
用
に
編
成
す
る
だ
け
の
手
間
を
見
出
だ
す
の
は
、
や
は
り
困
難
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
三
月
上
旬
に

書
き
換
え
ら
れ
た
新
帳
の
㈲
造
寺
料
銭
古
帳
・
⑧
雑
材
井
膿
皮
境
迎
恩
納
帳
・
㈹
鉄
充
溢
作
上
帳
・
⑥
雑
物
用
帳
の
冒
頭
部
か
ら
善
事
が
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造石山寺所の帳簿（中）

認
め
ら
れ
る
（
表
－
参
照
）
の
は
、
こ
う
し
た
領
下
道
主
の
煩
環
な
業
務
を
緩
和
し
、
来
る
べ
き
春
季
告
朔
に
向
け
て
の
実
務
体
制
を
整

え
る
た
め
に
、
阿
刀
乙
万
呂
が
道
傍
の
補
佐
役
と
し
て
採
用
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
乙
万
呂
は
、
二
月
六
日
に
田
上
山
作
所
か
ら
造

石
山
寺
所
に
配
置
換
え
に
な
っ
て
か
ら
同
月
末
ま
で
の
間
、
◎
の
二
月
十
八
日
条
に
田
上
山
作
所
へ
の
下
充
黒
米
三
斜
を
付
さ
れ
た
こ
と

し
か
見
え
な
い
が
、
三
月
上
旬
に
な
っ
て
、
新
帳
の
作
成
要
員
に
抜
擢
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
能
筆
ぶ
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
記
帳
実
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
一
端
を
付
託
す
る
に
足
る
人
物
と
し
て
道
心
か
ら
評
価
を
得
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
三
月
上
旬
か
ら
造
石
山
寺
所
の
各
帳
簿
に
は
、
領
位
署
に
姓
名
を
記
す
下
道
主
の
筆
の
他
に
、
記
帳
の
一
部
を
担
当
す
る

阿
刀
乙
万
呂
の
筆
も
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
次
号
掲
載
）

三
　
記
帳
状
況

　
ω
皿
期
（
三
月
十
二
日
～
四
月
四
日
）

　
②
y
期
（
四
月
五
日
～
二
十
一
日
）

　
③
V
期
（
四
月
二
十
二
日
～
六
月
三
日
）

　
ω
W
期
（
六
月
四
日
～
二
十
一
日
）

　
⑥
W
期
（
六
月
二
十
二
日
～
八
月
九
日
）

　
㈲
皿
期
（
八
月
十
日
～
十
二
月
下
旬
）

　
ω
K
期
（
十
二
月
下
旬
～
七
年
六
月
）

　
㈹
小
結

　
　
　
お
わ
り
に
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山本幸男

註（
3
8
）
正
月
の
上
日
を
報
告
す
る
造
石
山
寺
所
解
案
（
⑪
、
十
五
ノ
一
四
五
～
一
四
六
）
は
正
月
二
十
八
日
付
で
出
さ
れ
て
い
る
が
、
主
典
安
都
宿

　
祢
雄
足
・
長
上
船
木
百
事
昼
下
ら
の
半
日
は
三
〇
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
十
九
日
と
三
十
日
は
上
日
と
見
な
し
た
上
で
の
報
告
で
あ
る

　
が
、
こ
の
見
な
し
上
日
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
翌
月
の
期
日
か
ら
差
し
引
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
報
告
書
に
記
さ

　
れ
る
上
日
数
は
必
ず
し
も
実
態
に
即
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
造
石
山
寺
所
の
上
日
報
告
の
ほ
と
ん
ど
が
、
月
末
の
二
～
四
日
前
の
日
付
を

　
持
つ
の
で
、
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
見
な
し
の
上
日
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
表
2
に
示
し
た
上
日
数
は
、
数
日
程
度
の
誤
差

　
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
し
た
上
で
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
3
9
）
阿
刀
乙
鼎
呂
が
二
月
四
日
昔
造
石
山
寺
所
符
案
で
参
向
を
求
め
ら
れ
た
「
寺
家
」
と
は
、
石
山
寺
、
具
体
的
に
は
そ
の
造
営
機
関
で
あ
る
造

　
石
山
寺
所
を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
4
0
）
阿
刀
工
万
呂
の
名
は
、
二
月
十
六
日
付
造
石
山
寺
所
牒
案
（
⑪
、
十
五
ノ
一
五
三
～
一
五
四
）
に
造
物
所
に
返
上
す
る
木
工
と
し
て
見
え
て

　
い
る
。
し
か
し
、
③
食
物
用
帳
の
同
日
条
に
は
、
木
工
阿
刀
兄
下
呂
と
勝
広
国
へ
の
下
米
が
記
さ
れ
て
い
る
（
五
ノ
＝
二
）
の
で
、
こ
の
乙
万

　
呂
は
兄
万
呂
の
書
き
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
こ
の
点
は
福
山
前
掲
注
（
2
）
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
。
も
う
一
点
、
三
月
二
十

　
九
日
付
造
石
山
院
所
解
案
（
⑪
、
十
五
ノ
一
七
八
）
に
は
、
同
解
が
仕
丁
阿
刀
匠
六
呂
に
付
さ
れ
た
こ
と
が
朱
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

　
は
同
姓
同
名
の
別
人
と
思
わ
れ
る
。

（
4
1
）
岡
藤
前
掲
注
（
2
）
著
書
二
四
〇
～
二
四
四
、
二
五
八
～
二
六
三
、
三
二
一
～
三
二
五
ペ
ー
ジ
。
『
大
日
本
古
文
書
』
は
、
こ
の
三
帳
を
案

　
文
と
は
見
な
し
て
い
な
い
。

（
4
2
）
㈹
鉄
王
井
作
上
帳
の
二
月
二
十
五
日
条
と
三
月
十
日
条
の
間
に
は
、
日
付
の
部
分
を
欠
損
す
る
条
文
が
あ
る
が
、
冒
頭
の
正
月
十
六
日
条
か

　
ら
こ
の
某
日
条
ま
で
に
記
さ
れ
た
鉄
の
下
魚
数
は
、
⑥
雑
物
用
帳
の
三
月
四
日
条
に
見
え
る
正
月
十
六
日
か
ら
三
月
四
日
目
で
の
鉄
砂
充
数
三

　
三
廷
に
一
致
す
る
の
で
、
こ
の
某
日
と
は
三
月
四
日
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
3
）
筆
蹟
よ
り
す
れ
ば
、
正
月
十
六
日
～
二
月
一
日
の
各
条
は
下
道
主
（
上
筆
）
が
記
し
、
そ
れ
を
受
け
て
二
月
二
日
か
ら
三
月
四
日
ま
で
の
各

　
条
を
阿
刀
乙
万
呂
（
乙
筆
）
が
記
し
た
こ
と
に
な
る
（
表
1
参
照
）
。
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造石山寺所の帳簿（中）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

（
4
4
）
㈲
の
題
目
は
「
雑
材
用
帳
」
（
十
五
ノ
ニ
九
〇
）
と
あ
っ
て
「
材
」
に
「
物
」
を
重
ね
書
き
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
書
き
誤
り
に
よ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱

　
と
思
わ
れ
る
。

（
4
5
）
㈲
雑
物
翠
帳
の
正
月
二
十
四
日
条
に
「
和
山
科
斜
架
工
／
右
翼
斧
四
口
手
斧
四
口
料
上
寺
鉄
工
沸
真
時
充
如
是
」
（
十
五
ノ
ニ
九
一
）
と
あ

　
る
和
炭
は
、
⑳
雑
壷
井
檜
皮
白
和
必
用
帳
の
三
月
九
日
条
に
和
学
下
充
の
内
訳
と
し
て
記
さ
れ
る
「
四
石
措
置
充
上
院
」
（
十
五
ノ
三
六
五
）

　
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
な
お
、
租
布
と
墨
の
下
充
記
事
が
ど
う
処
理
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
4
6
）
㈲
鉄
充
井
作
上
帳
に
よ
れ
ば
、
二
月
七
日
ま
で
に
作
上
さ
れ
た
釘
の
総
数
は
三
三
八
隻
で
あ
る
。

（
4
7
）
造
寺
料
物
は
、
三
月
十
七
日
付
、
二
十
四
日
付
、
七
月
半
日
付
の
造
東
大
寺
司
牒
造
東
大
寺
司
政
所
牒
（
正
集
五
、
五
ノ
一
四
四
、
二
四
〇

　
～
二
四
一
、
二
四
三
～
二
四
四
）
な
ど
に
よ
っ
て
奈
良
か
ら
石
山
へ
送
ら
れ
て
い
る
の
で
、
雑
物
収
納
帳
は
三
月
以
降
も
存
在
し
て
い
た
は
ず

　
で
あ
る
。
⑧
造
寺
料
雑
物
収
納
帳
が
二
月
二
十
七
日
条
で
終
わ
る
の
は
、
懸
垂
か
ら
の
書
き
換
え
を
行
な
っ
た
も
の
の
、
三
月
に
入
っ
て
別
途

　
に
新
た
な
雑
物
収
納
帳
（
現
存
せ
ず
）
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
二
月
ま
で
の
分
は
こ
の
一
紙
で
閉
じ
ら
れ
、
主
典
安
都
雄
足
が
収
納
記

　
事
の
確
認
を
行
な
っ
て
自
署
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

（
4
8
）
実
際
に
⑥
食
物
用
量
・
⑪
解
移
牒
符
案
の
記
帳
が
始
ま
る
の
は
、
下
道
主
が
造
石
山
寺
所
に
出
仕
し
だ
す
正
月
十
六
日
ご
ろ
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
は
、
冒
頭
に
正
月
十
五
日
条
を
記
す
励
雑
材
用
帳
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。

（
4
9
）
㈹
造
寺
料
雑
物
収
納
帳
を
除
け
ば
、
新
室
で
安
都
雄
足
が
自
署
を
加
え
る
の
は
、
㈹
造
寺
料
銭
用
帳
で
の
五
例
（
三
月
二
十
三
日
、
二
十
四

　
日
、
三
十
日
の
各
条
）
だ
け
で
あ
る
。
表
－
参
照
。

（
5
0
）
石
山
で
の
写
経
機
関
は
、
⑲
解
移
牒
符
案
に
よ
る
と
「
奉
平
石
山
院
大
般
若
所
」
と
書
く
例
が
多
い
が
、
以
下
で
は
経
を
補
な
っ
て
奉
写
石

　
山
院
大
般
若
経
所
あ
る
い
は
写
経
所
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
5
1
）
㈲
で
は
、
題
簸
に
「
雑
傷
寒
檜
皮
鞭
虫
炭
用
帳
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
冒
頭
に
は
「
雑
材
翠
帳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
月
四
日

　
に
「
雑
材
用
帳
」
と
題
し
て
本
帳
の
記
帳
が
始
ま
っ
た
も
の
の
、
㈲
が
雑
材
井
檜
皮
革
和
炭
納
帳
と
し
て
の
体
裁
を
と
る
に
至
り
、
質
物
の
収

　
納
と
支
出
を
対
応
さ
せ
る
た
め
題
目
に
「
檜
衝
心
和
炭
」
を
加
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
見
出
し
と
な
る
題
籔
の
み
が
訂
正
さ
れ
た
も

　
の
と
思
わ
れ
る
。
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（
5
2
）
旧
帳
で
の
書
式
の
不
揃
い
は
、
形
式
よ
り
も
内
容
に
も
と
つ
く
実
務
の
迅
速
化
を
図
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
同
一
文
言
の
繰
り
返
し
に
な

　
る
「
右
」
記
事
の
省
略
や
、
主
典
が
日
ご
と
の
閲
覧
を
行
な
わ
な
い
こ
と
に
と
も
な
う
位
署
の
省
略
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。

（
5
3
）
天
平
宝
字
四
年
十
月
二
十
日
野
作
金
堂
所
解
（
案
）
（
続
修
三
十
七
裏
、
十
六
ノ
三
一
〇
～
三
一
一
1
3
、
中
間
欠
、
三
一
一
1
2
～
三
一
五
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
続
々
修
四
十
ニ
ノ
一
、
四
ノ
四
四
四
～
四
四
五
）
で
は
、
下
道
主
は
業
主
、
阿
刀
乙
万
呂
は
領
と
し
て
見
え
て
い
る
の
で
、
道
主
は
法
華
寺
の

　
阿
弥
陀
浄
土
院
金
堂
の
造
営
を
通
し
て
三
叉
呂
の
実
務
能
力
を
周
知
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

27

（
補
註
1
）
復
原
は
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
、
岡
藤
前
掲
注
（
2
）
著
書
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。

（
補
註
2
）
こ
の
他
、
⑥
食
物
用
帳
の
二
月
三
十
日
条
に
は
「
半
食
給
帳
」
（
五
ノ
一
八
）
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
は
明
ら
か
で
な
い
。

山本幸男
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造石山寺所関係帳簿一覧表
ま
目

（
昼
）
影
野
e
溢
楴
ヨ

1．本表は、本稿で取り上げた（A）～（J）の14帳簿の用紙と背面の関係を一覧化したものである。各帳簿の復原は、本文の注2に

　示した論文・目録・原本調査報告にもとづいている。背面に見える反故文書の比較のために、参考として造石山寺所雑用

　手実も掲出しておいた。

2．表示にあたっては、当該文書の紙数、種別と巻次（続々修の場合は秩・巻次）、写真番号（紙焼写真に見える用紙番号）

　及びr正倉院文書目録』に示された断簡番号を示し、接続の推定・推測の箇所には破線を、欠失部分にはその旨を記入し

　　た。紙背（帳簿の背面）の文書が2紙以上にわたるときは紙数（途中で欠失があっても現存の用紙数で示した。たとえば

　（C）造石山寺所食物用帳第27紙背と第28紙背の間など）を示し、何も記されていない場合は「空」、写真のないものも同様

　　の状態と判断し、この場合は「（空）」と表記した。紙背の文書名は原則として『大日本古文書』『正倉院文書目録』に従

　　つたが、一部内容に即して改めたものがある。

3．紙背の分類の項に示したのは、伝来の契機と反故紙に還元された場所に注目して行なわれた反故文書の分類数字で、ここ

　　では岡藤良敬氏の分類（同『日本古代造営史料の復原研究一造石山寺所関係文書一』法政大学出版局、1985年）に一部

　修正を加えたものを示した。その内容は次の通りである。

　←う造石山寺所で反故にされた文書（造石山寺所関係文書（石山写経所関係文書を含む）のうち、表文書として残存せず、

　　　裏面を利用された文書）

　⇔近江国志何心古市郷計帳古血（神亀元年～天平14年）

　⇔奈良から造石山寺所に持参された文書

　　　（1）天平末～天平勝宝4年文書　（2）越前関係文書（天平勝宝6年～天平宝字4年）　（3）彩色関係文書（天平勝宝9歳～

　　　天平宝字3年）　（4）写経関係文書（天平宝字2年）　（5）東塔所関係文書（天平宝字3年）　（6）法華寺阿弥陀浄土院金

　　　堂関係文書（天平宝字4年～5年）　（7）造東大寺司告朔案（天平宝字6年）　（8）その他（天平宝字2年～5年）
o◎

g



｛

四石山から奈良に持ち帰った文書（（→と⇔（3）の一部）

㊨奈良に移った造石山寺所及び奈良の写経所で反故にされた文書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巳

因不明

　岡藤氏の分類との相違点は、（D）造石山寺二二移牒三山の復原研究の進展（西洋子「造石山寺所解移牒符案の復原につい

て一近江国三智郡司東大寺封二二進上解案をめぐって一」関晃先生古稀記念会編r律令国家の構造』所収、吉川弘文館、

1989年）を受けて醐の項を設けたこと、その関係で不明の項を因としたこと、⇔に分類される文書の年代を（4）は天平宝

字2年（ここに分類される文書の大半が同年の写経関係文書であるため、吉田孝「律令時代の交易」（同『律令国家と古

代の社会』所収、岩波書店、1983年。初出は1965年）の分類に従う）、（5）は天平宝字3年（（D）第53紙背の文書は（5）に分類

できないため）としたことである。その結果、各文書の分類にもいくつかの相違が生じた。以下順に示すと、新たに設け

た㈲類には（D）第84、94～100紙背、㈲類には（D）第85～93紙背（12月24日ごろに下道主が奈良の写経所に還ることによる）

の各文書。⇔（4）類を天平宝字2年に限定したため（A）第6・7紙背、（D）第44紙背、（F）第2紙背の4文書は反故にされた時点

が明らかでないので因類、（D）第55～57紙背と（G）第10紙背は日付と内容より⇔（8）類、（G）第14紙背は石山写経所の上馬養のも

とに届けられた文書と思われるのでe類、（H）第1・2紙背は石山写経所で行なわれた大般若経1部600巻書写の見積り書

と思われる（ここに記された島島料紙及び橡汁・秩の数値が、天平宝字6年12月16日付奉写二部大般若経用度二二（続々

修4／7、16／59～68）のものと近似もしくは一致することから推定）ので（→類、（J）第20紙背も二丁の書写関係と見られ

るので←）類。（D）第53紙背は東塔所関係の文書とは考えにくいので⇔（8）類。この他、（D）第36紙背は反故にされた時点が明ら

かでないので因類、（D）第76紙背は東京大学史料編纂所編『正倉院文書目録』二（東京大学出版会、1988年）に従い天平宝

字6年の文書と推定してO類、（F）第1紙背は天平宝字2年の写経関係文書と考えられる（拙稿「天平宝字二年目おける御

願経・知識経書写関係史料の整理と検討（下）」正倉院文書研究会編r正倉院文書研究』2所収、吉川弘文館、1994年）

ので（⇒（4）類、（G）第18紙背は法華寺阿弥陀浄土院金堂造営との関係が明らかでないので⇔（8）類。

N
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（
仔
）
毅
鰹
Q
腹
楴
ヨ

（A）造石山寺所造寺料信用帳（5年12月24日～7年正月30日）
　　（題籔に「造寺料／銭直売」（4／532）と記す往来軸に第1紙は貼り付けられる）

㎜　　　正倉院文書 当　　　該 文　　　書 紙 背

（紙数・種別・写真番号・断簡番号）
天平宝字6年 r大日本古文書』 分類 年　月　日 文　　書　　名 『大日本古文書』

1続々修43／13① 5年12月24日～6年正月8日 4／532～534’2

2　　　　　　② 正月8日～2月30日 4／534∫3～536 空
　　　　　　　ヤ　　．　　7　　．　　噛　　．　　一　　一　　一　　．　　．　　．　　一　　一

R　続　　　修38①ω Q月30日～3月15日 5／355～357’4 空

4　　　　　　②（2） 3月15日～3月26日 5／357」5～359’7 e 天平宝字6年3月7日 造石山寺所解（案）（首欠）② 5／138～139
5　　　　　　③（2） 3月26日～3月30日 5／359」8～360 造石山寺所解（案）（首欠）（D 5／137

6続　　修48⑦裏⑦裏 3月30日～4月13日 15／442～443’8 因 4月20日 i奏家主啓 25／344

7　　　　　⑥裏⑥裏 4月13日～4月17日 15／443’9～444 因 4月14日　　　． 25／333

8　続修別集48②裏①裏 4月20日～4月26日 5／360～361’9 o （天平宝字6年4月力） 鏡出様’
　　　　　　　　，　　「　　一　　一　　一　　一

｢収
9　　　　　　①裏①裏 4月26日～5月2日 5／361Z10～362 e （天平宝字6年4月力） 銅鏡背面下絵 5／204・205

（コノ間欠失アリ）

10　続　　　修25⑥裏⑥裏 5月5日～5月10日 15／450～451 ⇔〔8） 天平宝字5年8月29日 丸判人主日借銭解 4／508　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

11続々修43／9⑧⑤ 5月10日～5月17日 15／451～452’12 ⇔（6） （天平宝字4年12月力） 造金堂所解（案）（首尾欠）軸 16／274～275

12　　　　　③ 5月某日～5月27日 15／446～447」4 ⇔（8） （天平宝字力）5年11月9日 額田部筑紫状（首欠力） 15／129

13　　　　　④ 5月27日～6月5日 15／447Z5～J13 因 供養料雑物進上啓（？）（尾州） 15／376

14　　　　　　⑤ 6月8日～6月13日 15／448Jl～’8 丙 染料黄藁注文（？）（首欠力） 25／372

（コノ間欠失アリ）

15　　　　　　⑥ 6月某日～6月26日 15／448」9～449Z9 e （天平宝字）6年4月3日 著作所解 15／454～455
16　　　　　　⑦ 6月27日～7月1日 15／449」10～450 ⇔（8） （天平宝字力）4年8月ll日 毫和麻呂銭進上文（首題） 14／442　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　．

17川州別集32③裏 7月3日～7月16日 5／362～364’12 ⇔（7） （天平宝字6年5月力） 造東大寺司解（案）（尾州X3） 5／199」4～201

18　　　　　②裏 7別6日～7月22日 5／364113～366JB 造東大寺司解（案）（尾州）② 5／197’6～199」3

19　　　　　①裏 7月22日～8月8日 5／367」1～369 造東大寺司解（案）（尾欠）（1） 5／195～197」5

20　続　　　修2嘔）裏⑤裏 8月8日～8月23日 5／369～371（1行未収） ⇔（3） 天平宝字2年3月19日 画師行事功銭注進文 4／266～268

21続々修43／9②② 8月23日～7年正月30日 15／444～446 ⇔（3） 天平宝字2年3月17日 画師行事功銭注進文 4／265～266

＊文書名はr正倉院古文書目録」（奈良帝室博物館正倉院掛印行、1929年）による。
＊＊r大日本古文書』は「造石山院所用度帳」とするが、福山敏男氏の指摘に従い「造金堂所解（案）」の一部と見なした。
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（A’）造石山寺所下銭帳（6年4月9日～20日、本帳は未使用紙で作成される）
’

1　続々修38／8⑫裏
2　　　　　　⑪裏

4月9日～4月17日
4月17日～4月20日

15／457～45918
15／45918～460

天平宝字6年ll月10日～17日

　　　　11月4日～10日

（」）造石山寺写経所食物用帳⑳

（J）造石山寺写経所食物用帳⑯
15／493t8～495
15／49211～49318

蒜

（B）造寺料雑物収納帳（5年12月28日～6年2月26日）
　　（往来軸に貼り付けられる。岡藤良敬氏によれば、「謄写本」（東京大学史料編纂所蔵）には題籔を「造寺料／雑物納」（表裏同文）と記す。）

1続々修43／14① 5年12月28日～6年2月26日　　4／537～539 空

（C）造石山寺所食物用田（6年正月14日～閏12月29日）

ヨ

1続修別集42① 正月14日～正月20日 5／5～7∫6 （空）

2　　　　　② 正月．20日～正月30日 5／7’7～9’9 （空）

3　　　　　　③ 正月30日頃2月7日 5／9’10～11’ll （空）

4　　　　　　④ 2月8日頃2月16日 5／ll’12～13’13 （空）

5　　　　　　⑤ 2月17日～2月26日 5／14’1～16～4 （空）

6　　　　　　⑥ 2月26日～3月1日 5／16応～18 （空）

7　続修後集10③（3） 3月1日～3月6日 5／18～20’11 空

8　　　　　　④（3） 3月6日～3月8日 5／20’12～22 空

9　続修別集20⑥嚢 3月8日～3月12日 15／378～380’9 ⇔（4） 天平宝字2年9月5日 東寺写経所解毒（6） 4／310」6～311
10　　　　　　⑤裏 3月12日～3月15日 15／380～10～38219 東寺写経所解毒（5） 4／308’7～310」5

11　　　　　④裏 3月15日～3月20日 15／382’10～384’13 東寺写経所解案（4） 4／306JlO～308」6
12　　　　　③裏 3月21日～3月26日 15／385」1～387’1 東寺写経所解案（3） 4／304’12～306’9

13　　　　　　②裏 3月26日～3月29日 15／387’2～388」14 東寺写経所解案② 4／303」1～304’l1

14　　　　　①裏 3月29日～4月4日 15／389’1～390 東寺写経所解案（1） 4／301～302’L3

15続々修38／9① 4月4日頃4月6日 15／391’2～’13 ⇔（7） V平宝字6年3月1日 造東大寺司告朔解（案）（首欠）（5）
　　　　　　　　．　　　一　　　．　　　－　　　匿

T／131’11～’13

16　　　　　② 4月6日～4月11日 15／392’1～394’4 造東大寺司告朔解（案）（首欠X4） 5／130『1～131’10

17　　　　　③ 4月12日～4月19日 15／394’5～396」11 造東大寺司告朔解（案）（首欠）（3） 5／128Z3～129’13

18　　　　　④ 4月19日～4月23日 15／396’12～398’10 造東大寺司告朔解（案）（首欠）（2） 5／126∫5～128’2

19　　　　　⑤ 4月24日～4月26日 15／398’11～399J12 造東大寺司告朔解（案）（首欠）（1） 5／125～126」4　　　　　　　　　．　　　一　　　一

20　　　　　　⑥ 4月26日～4月28日 15／399’13～400’12 ⇔（6） （天平宝字4年力） 造金堂所解（案）（首尾欠）㈲ 16／273’13～274

21　　　　　⑦ 4月29日～5月4日 15／400’13～402Zll 造金堂所解（案）（首尾欠）⑯ 16／272’2～273Z12
22　　　　　　⑧ 5月4日～5月10日 15／402Z12～405’2 造金堂所解（案）（首尾欠）⑭ 16／270’5～272～1

23　　　　　⑨ 5月10日～5月17日 15／405Z2～407∫5 造金堂所解（案）（首尾欠）⑪ 16／268’8～270」4

24　　　　　⑩ 5月17日～5月25日 15／407’6～409’8 造金堂所解（案）（首尾欠）OΦ 16／266’11～268∫7

25　　　　　⑪ 5月25日～5月29日 15／409∫9～410」5 造金堂所解（案）（首尾欠X9） 16／266’2～110

26　　　　　⑫ 6月1日～6月6日 15／410’6～412Jl 造金堂所解（案）（首尾欠X8） 16／264110～266Jl

o
曾
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正倉院文書 当　　　該 文　　　書 紙 背

（紙数・種別・写真番号・断簡番号）
天平宝字6年 『大日本古文書』 分類 年　月　日 文　　書　　名 『大日本古文書』

27　　　　　⑬ 6月6日～6月10日 15／412’1～413Z9 造金堂所解（案）（首尾欠）（7） 16／263’7～264’9

28　　　　　⑭ 6月10日～6月15日 15／413」9～415∫12 造金堂引解（案）（首尾欠）（6） 16／261JlO～263」6

29　　　　　⑮ 6月15日目6月21日 15／415J13～417J13 造金堂所解（案）（首尾欠）（5） 16／259J13～261’9

30　　　　　⑯ 6月21日目6月26日 15／418Jl～420∫3 造金堂所解（案）（首尾欠）（4） 16／258」3～259～12

31　　　　　⑰ 6月26日～7月3日 15／420」3～422～6 造金堂所解（案）（首尾欠）（3） 16／25618～258’2

32　　　　　⑱ 7月3日～7月7日 15／42216～424∫9 造金堂所解（案）（首尾欠）② 16／254J12～256’7

33　　　　　⑲ 7月7日～7月10日 15／424JlO～426 造金堂所解（案）（首尾欠）（1） 16／253～254111

．冨続・修43／3⑤裏 V月11日～7月14日 P5／426～428♂9 ﾌ（2） V平勝宝6年閏（10月） 検二二二二 4／29～30

35　　　　　④裏 7月14日～7月16日 15／428JlO～430JlO ⇔② （天平勝宝6年力）3月2旧 加賀郡司解零 4／79～80

36　　　　　③裏 7月17日～7月19日 15／430J11～432」2 ⇔（2） （天平勝宝7歳） 公園米注文 4／78～79

37　　　　　②裏 7月19日～7月23日 15／432」3～434‘3 ⇔（2） （天平勝宝7歳） 公党米注文 4／77～78

38　　　　　①裏（D裏 7月23日～7月28日 15／43414～436 ⇔② 天平勝宝7歳9月26日 村田豊嶋解 4／76～77

39続　　修9⑧裏⑦裏 7月28日～7月29日 5／29～30 ⇔ 天平5年 近江国画何郡古市郷計帳（首尾欠） 1／504～505

40　　　　　③裏③裏 7月29日～8月7日 5／25～2717 ω （天平6年） 近江国画何那古市郷計帳（首尾欠）

8月7日～8月11日　　　．　　　．　　　．　　　「　　　一　　　．　　　．　　　．

5／27」8～29 口 （天平14年） 近江国構何郡古市郷計帳（首尾欠） 2／327～329

8月12日～8月19日 5／24～25 ﾌ i天平14年） 近江国志何郡古市郷計帳（首尾欠） 2／326～327

43　続々修43／1卯）③ 8月23日～閏12月29日 16／177～178 V平宝字6年8月1旧 安都雄足雑物進下状（尾欠） 15／470～471

α
。
。
目

＊『大日本古文書』は、続々修43／3の巻尾に貼り付けられた往来軸の題鍛に「雑物収納」と記されることから、以下の4通の文書を「越前国雑物収納帳」と題してい

るが、r正倉院文書目録』1（目蓋）は、この往来軸は、本来川砂45③裏の雑物収納帳（8／216～21719）の右に付せられていたと推定するので、4通の文書には、
それぞれの内容に従い文書名を付けた。

（D）造石山寺所解移牒符案（6年正月15日～7年6月16日）
　　（題第に「解移牒符案」（表・裏）（15／137）と記す往来軸に第1紙は貼り付けられる）

1続々修18／3① 正月15目～正月20日 15／137～139」8 （空）

2　　　　　② 正月20日 15／139Z9～140 e （天平宝字6年力）正月1旧 安都雄足牒 15／310

（コノ間欠失アルカ）

3　続修別集5⑥裏⑥裏 正月23日 15／140～141 （→ 天平宝字6年正月22日 上院牒 5／67～68

4　続　　　修44⑫裏⑫裏 正月23日 P5／141～142」9 e （天平宝字6年力）正月19日 繪@請借斧文

5　　　　　⑬裏⑬裏 正月23日 15／142’10～143 （→ （天平宝字6年力）正月22日 上院請借斧文 15／309

“
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6続　修22⑨褒⑨夏
7　続修後集2S⑥裏⑤裏
8　続修別集48⑨裏⑦裏

9続々修18／3③
10　＠　（2）（2）

11続 修43⑭裏⑫裏

12続 修28④裏④裏

3
［
4

1
〒
－

天平時代文書⑤

続々修18／3⑤

15続修別集1⑧⑥

16続 修48⑤裏⑤裏

7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

続々修18／3⑥④〔1）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

30続修後集33⑤裏（2）裏

31続々修18／3⑲⑤
32続修後集33④裏（1）裏
33　　　　　　③裏（i）裏

34　　　　　　②裏（1）裏

鋲　　　　①裏（1）裏

正月23日

正月24日～正月28日

正月30日～2月1日

2月1日～2月3日
2月3日～2月14日

2月14日～2月19日

2月26日～2月30日

2月27日～2月30日

2月30日

15／311

15／143～146
15／146～147

15／147～14819
15／148’10～153

15／153～154

15／154～156

未収

15／156～157

　　　　　（コノ間欠失アルカ）

・月29日一3月6日1・ノ113一一114．15／157－158

　　　　　　（コノ間欠失アリ）

3月4日

3月6日
3月7日～3月8日
3月8日～3月12日
3月13日
3月13日

3月15日～3月17日
3月18日～3月21日
3月21日～3月
3月～3月26日
3月26日～3月30日
3月30日～4月4日
4月4日～4月2日
4月2日～4月7日

4月7日～4月10日
4月10日

4月7日～4月15日
4月15日～4月21日
4月21日置4月27日
4月27日

15／158～159

15／159～160t5
15／160’6～16113

15／16114～163’8

15／16319～164J4
15／16415～16619
15／166110一一16914

15／169t5～17119
15／17119～173Z12

15／173112～17613
15／17614一一178111

15／178112～18114
15／18114～18316
15／18316～185

15／185～187
15／187

15／187～18917

15／18918～19118
15／19118一一19318

15／19318～195

e

e

e
e

e

e

e
晶

C！1（4）

ev7）

天平宝字6年正月16日

天平宝宇6年正月16日

天平宝字6年2月1日

天平宝字6年2月10日

（天平宝字6年2月力）

天平宝字6年2月30日

（天平宝字6年力）2月28日

（天平宝字6年2月力）
（天平宝字6年目正月15日～28日

天平宝字2年9月5日

天平宝字2年8月28日

天平宝字6年4月1日

造石山寺所解案

石山寺奉写歴般若所雑物注文
仮名文

僧綱牒案
　（空）

大車公所牒（奥に安都雄足告）

造東大寺司解（案）

（不明）

勢多庄領解案

空

車名部翌週啓（奥裏に封墨痕あり）

　空
石山院牒（案）（尾欠）（習書あり）

（E’）造石山寺所雑油川帳（尾欠）

東寺写経所解案（出欠）⑳
東寺写経所解案（首欠）（9）

東寺写経所解案（首欠×8）

東寺写経所解案（首欠）（7）

東寺写経所解案（首欠）（6）

東寺写経所解案（首欠）（5）

東寺写経所解案（首欠）（4）

東寺写経所解案（首欠）（3）

東寺写経仙川案（出欠）（2）’

造東大寺司解（首欠）（1）帥

造東大寺司解（案）（首欠）（6）

造東大寺司解（案）（首欠）（5）

造東大寺司解（案）（首欠）（4）

造東大寺画肌（案）（塩川）（3）

造東大寺司解（案）（首欠）②

造東大寺司解（案）（隅隅）（1）

15／290

5／58～59
未収

15／348～349

5／106

15／256～257

15／356

15／355

15／254

15／258～260

14／4515～19
14／43110～4514
14／4212～43’9

14／4015～4211
14／38’8～40」4

14／36110～3817

14／34113～3619
14／3314～34112
14／31～3313

4／397～398

5／194111～195

5／465
5／193t6～194’10

5／191tg～19315
5／189112～19118
5／188～189111

o●
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当　　　該　　　文　　　書 紙　　　　　　　　　　　背　　　正倉院文書
i紙数・種別・写真番号・断簡番号）

天平宝字6年 r大日本古文書』 分類 年　月　日 1　　　文　　書　　名 r大日本古文書』

36続用別集48⑪裏⑨裏
4月28日～5月2日　　　　一　　i　　．　　一　　一　　．　　．　　．　　．　　．

15／196～197 因

R7続々修18／3⑳
R8　　　　　⑳
R9　　　　　⑳
S0　　　　　⑳
S1　　　　　⑳
S2　　　　　⑳
S3　　　　　⑳
S4　　　　　⑳
S5　　　　　⑳⑥⑨

5月1日
T月1日
T月1日～5月2日
T月2日～5月4日
T月4日
T月4日～5月6日
T月6日～5月13日
T月13日～5月14日
T月14日～5月16日

15／197♂3～」6

P5／197」7～198’2

P5／198’3～199Z2

P5／199∫3～20013

P5／200’4～201」3

P5／201」4～203Z5
P5／203’6～204’4

P5／204Z4～205」7

P5／205∫8～207

e
e
因
⇔
⑥
日
（
8
）
⇔
（
8
）
因
㊧
⇔
（
8
）

（天平宝字6年）

V平宝字6年3月1日

i天平宝字5年）6別2日

V平宝字5年9月25日
i天平宝字）5年8月27日

T月9日・12日

i天平宝字5年力）12別相

石山院牒（案）（田田）

倦蜴尅｢物所送進文
ﾔ田水主（？）啓（野薄力）

w皮葺倉収納雑物注文
蜷ﾎ阿古麻呂雑物買進注文

齧ﾎ馬養啓
ﾀ都雄二二衣服二黒収納銭注文
随o狙所銭用注文（？）（尾欠力）

ﾀ都雄曲用銭注文（紙面に「不用」とあり）

15／254～255

T／132
P6／276～277

S／505～506
S／509
P5／124～125

P5／462～463

Q5／301～302
P6／57～58

S6正　　集6②褒②裏 15／207～210 ⇔② 天平宝字3年4月8日 生江息重油（紙面に押印55、「不用」とあり） 4／359～360
　　　　　　　　　r　　　一　　　一　　　一

S7続　　修17②裏②裏
S8続々修18／3⑳⑦　　　　　　　　　．　　　冒　　　一　　　一　　　一　　　幽　　　一　　　一　　一　　　　．

5月22日～5月23日
T月23日～5月27日

15／210～211

P5／211～212

⇔（2）

ﾌ②
天平宝字3年5月9日
V平宝字3年5月28日

越前国坂井郡田田（紙面に「不用」とあり）

m太諸上宿置米注文（紙面に「不用了」とあり）

4／364
S／367

5月27日～6月3日 15／212～214 ⇔② （天平）宝字3年5月10日 道守徳太理啓（紙面に「不用了」とあり） 4／365

50　続　　　修17③裏③裏

T1正　　集6③裏③裏
T2続々修18／3⑳⑧（1）

T3　　　　　⑳
T4　　　　　⑫⑧（3）

6月3日～6月21日
U月21日

U月21日～6月27日
U月27日～7月2日
V月2日～7月7日

15／214～215
P5／215～216
P5／216～218Z5
P5／218’5～219」3

P5／219Z3～220

⇔（2）

ﾌ②
冝i5）

ﾌ（8）

ﾌ〔5）

天平宝字3年5月13日
i天平）宝字3年5月21日

V平宝字3年4月16日
V平宝字5年正月14日
i天平宝字3年）2月16日

越前国足羽郡少領生江四国立野（日面に「不用」とあり）

ｫ羽郡書生解（紙面に押印22、「不用」とあり）

笂c二二請銭所用注文
｢物所返抄
笂c池主請田所用注文

4／366
S／366～367
S／360～361
S／485～486
S／362～363

55正　　集5⑭裏⑤裏
T6　　　　　　⑬裏⑤裏
T7　　　　　⑫裏⑤裏

7月7日～7月9日
V月9日～7月16日
V月16日～7月21日

15／220～222Z6
P5／222’6～224Jl

P5／224Z1～225

⇔（8） 天平宝字4年6月25日 急造丈六観世音菩薩料雑物等請来注文（3）

�｢丈六観世音菩薩料雑物屋体来注文②

�｢丈六観世音菩薩雷魚物等請来注文（1戸

4／423」12～425

S／422’1～423」11

S／420～421Z13

T8　続　　　修30⑩裏⑩裏 7月21日 15／226～227 e 天平宝字6年7月19日 宇治麻呂解（端裏に封墨痕あり） 5／252～253

59続修別集8③裏③裏 7月21日 15／227 e 天平宝字6年7月18日 石山院牒（案） 5／251～252

60続　　修49②裏②裏 7月2旧
15／228　　　　　　－　　　．　　　一　　　τ　　　一　　　一　　　一　　　圃　　　一　　　． θ （天平宝字6年力）7別旧 麻桑畠万回状 5／242～243

61続々修18／3⑳⑨ 15／229 e 天平宝字6年7月23日
造石山院所解毒　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　．　　．　　．　　－　　匿　　丁　　一　　一　　「　　一　　．

15／229～230

62続々修18／4⑤④ 7月23日 5／256 空

63続　　修47③裏③裏
7月25日　　　　　凹　　．　　「　　．　　一　　一　　．　　匿　　．　　．　　「　　「　　一　　一　　一

15／230～231 5／242

N



ヨ

64続々修18／3⑭⑩

65続修別集8①嚢①裏

66続　修9⑩裏⑨裏
67続々修47／4②②
68続　　　修9①裏①裏

69

70

71

72続
73

74　続

75続

⑥裏⑤〔2）裏

⑤裏⑤〔1）裏

続々修46／7⑤裏⑤裏
　　　　修9⑦裏⑥裏
　　　　　⑨裏⑧裏
　　　　修26⑨裏⑨裏
　　　　修19⑤裏⑤裏

76続 目49⑪裏⑨裏

77続々修18／3⑮⑪

8
9
7
7
80続

81続

82続

co　＠

＠＠

修26⑧裏⑧裏

修44④裏④裏

山2〔⑥嚢⑧裏

83　　　　　　⑨裏⑨裏

84　続々修18／3⑳　⑬（1）

85　as　（D（2）
86　続　　　修49⑩裏⑧（2隈
87　　　　　　　　　　　　⑨裏㊦X且）裏

88続々修18／4①①

7月25日

7月25日

7月25日

7月25日
7月25日

7月25日

7月25日

7月25日

7月25日～8月28日
8月28日～9月1日
9月1日～9月2日
9月2日

9月2日

9月9日

15／232～234

15／234

未収

25／24619
未収

収
収

未
未

15／85
未収

未収

16／1～2
16／2～3

16／3

15／243

　　　　　（コノ間欠失アルカ）

9月14日～9月16日　　15／243～245t2
9月16同～10月1日　　 15／24513～247

　　　　　　（コノ間欠失アリ）

1・月28日　　i　・5ノ・・7

　　　　　　（コノ間欠失アリ）

11月3・日　　l15ノ・・8－249

　　　　　（コノ間1行分欠失）

11月30日

12月5日～12月24日

12月24日～12月
12月

12月～閏12月28日
閏12月28日～7年2月18日

7年2月18日

15／249～250

15／ノ250～251

15／251～252t13

15／25311～254
16／118～11916

16／11917～120

5／385～38619（1行未収）

0
　
0
皿
⇔
ω
⇔

o

e
e

e

e

←う

e
四［e］

o
p

天平宝字6年7月25日

天平宝字6年3月17日

（神亀元年）

（神亀2年）

（天平元年）

天平2年

天平3年

（天平4年）

（天平宝字6年力）8月20日

天平宝字6年8月11日

（天平宝字6年力）

（天平宝字）6年10月11日

天平宝字6年5月14日

天平宝字6年7月9日

天平宝字6年7月12日

（天平宝字）6年3月21日

（天平宝字）6年12月8日

（天平宝字6年力）12月8日

（天平宝字6年力）12月10日

天平宝字6年12月24日

造石山院所解案（紙面に「不用」とあり）

造石山寺所牒

近江国志何郡古市郷計帳
空（古市郷計帳の一部）

近江国色何郡古市郷計帳

近江国志何郡古市郷計帳（端裏書「志何郡虚実」あり）

近江国志何郡古市郷計帳

近江山笠何郡古市郷計帳②
近江国志何郡古市郷計帳く1）

近江国志何郡古市郷計帳
阿刀乙万呂解（端裏に封墨痕あり）

請暇不参解

阿刀乙万呂啓（尾欠）（端裏に結目等墨痕あり）

（空）

　空（

ラ空（

高嶋使進銭文（奥裏に封墨痕あり）

石山院奉写大般若二二仕丁文（案）

請暇不参解

請暇不参旧

跡都雄足揃（肱川に封墨痕あり）

石山院画（藤西に封墨痕あり）
下道主上〔奥裏書「借用三井消息文進上遵守所」と二二あり｝

安都雄足回

石山曲面写大般若面引解案

5／257～258

5／143～144

1／329～330

1／331～332

1　／387～389

1／391～392

1／441
1　／440～441

1／450
15／502

5／270

25／337

5／284

5／230～231

5／244～245

15／469

5／147
5／288
16／24～25

25／267～268

5／327

O
。
●

迫
◎
◎
【
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霞
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当　　　該　　　文　　　書 紙　　　　　　　　　　　背　　　正倉院文書
i紙数・種別・写真番号・断筒番号）

天平宝字6年 r大日本古文書』 分類 年　月　日 文　　書　　名 r大日本古文書』

　　　　　　　　，@　　　　（コノ間欠失アルカ）

V年3月3日 5／400～402 ㈲ （天平宝字7年正月～2月力） 写経節用注文（紙面に朱筆で「不用」とあり） 16／104～105

90続修後集42③③
X1　　　　　⑧魍1｝裏

　冒　　　r　　　一　　　．　　　r　　　7

V年3月3日～5月6日
V年5月6日

5／439（2行未収）

T／439～440
㈹
㊨

　　　．　　一　　．　　一　　．　　一　　．　　－　　■　　．

i天平宝字）7年3月2日

V平宝字7年4月15日
僧慶宝鐸

ｿ暇不参解

　　　　．　　一　　一　　一　　一　　一　　．　　．　　．　　－　　7　　一　　一　　一　　一　　．

T／400
T／435～436

X2続々修18／4③③1
X3　　　　　④③2
X4続　　　修40③裏
X5　　　　　②裏
X6　　　　　①裏

T月6日～6月9日
U月9日～6月16日
V年6月16日～2月20日
V年2月20日～6年10月17日

U年10月17日～9月28日

5／438、441～442、444’3～4

T／444’5～446

P6／390～391」3

P6／391‘3～393’3

P6／393」4～395

　㊧

S［o］

（天平宝字7年）

V平宝字6年4月2日

吾吾仁王経疏経師等解文（案）②

�ﾊ仁王経疏経師等解文（案Xl）
倦蜴將昼ｾ用度注文（3）

倦蜴將昼ｾ用度注文②
倦蜴將昼ｾ用度注文（1）　　　　　　　　　　　　　．　　　－

16／430’7～431

P6／429～430’7

T／204’7～113
T／202♂9～204」6

97続　　　修17④④ 4月20日～4月25日 16／395～397 ㈲［籔3｝］

　　　　一　　　．　　　．　　　．　　　．　　　一

i天平宝字2年力） 画所解（天蓋） 23／621～622

98続　　修43②裏②裏 4月29日～6月4日 16／397～398
㈲［鳳3）］ 天平宝字2年3月3日 造東大寺司政所符 4／263　　　　　　　一　　　一　　一　　　．　　　一　　　一

．弱’

7月6日～7月9日 16／398～399 ㈲［ほ3）］ 天平宝字2年2月20（日力） 造東大寺司召文（案）（継目裏書「封印口」目凹） 4／260～261

1DO続　　　修16⑩裏⑤裏 空 四［剛ユ 天平宝字2年2月24日 画工皇嗣（継目裏書「封印□」半田） 4／259～260

＊（G）造石山寺所雑物目皿の第9紙背に接続か。　　＊＊1行程度の欠失をはさんで（E）造石山寺所雑材井守聾唖三炭納帳の第14紙背に続く。
＊＊＊第1，2紙に押印20あり。

（E）造石山寺凹型材井檜皮口和炭納帳（6年正月15日～7月22日）
　　（題籔に「雑材井二皮及和訳記帳／又藁等六年」（表・裏）（15／260）と記す往来軸に第1紙は貼り付けられる）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　■　セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

1　続々修45／3① 正月15日～正月28日 15／260～261♂8 ⇔（4） 天平宝字2年11月3日 東寺写経所解案⑥ 14／234」5～」11

2　　　　　　② 正月28日～2月5日 15／261’9～263」2 東寺写経所解案（5） 14／232’8～234’5

3　　　　　③ 2月5日～2月20日 15／263Z3～264’9 東寺写経二二案④ 14／231∫1～232’7

4　　　　　　④ 2月21日～3月2日 15／264r10～266Z3 東寺写経願解案（3） 14／229Z7～230’13

5　　　　　　⑤ 3月2日～3月8日 15／266」4～267’12 東寺写経所解案② 14／227」1i～229’6

6　　　　　　⑥ 3月8日～3月16日 15／267」13～269‘12 東寺写経所解案（1） 14／226～227’10

7　　　　　　⑦ 3月16日 15／269J13～270’2 空

8　　　　　⑧
3月16日～3月18日　　　　．　　　．　　　一　　　一　　　一　　　．　　　．

15／270’3～’12 ⇔（4） （天平宝字2年7月5日） 東大寺写経所解（案）（尾欠）
14／252　　　　．　　．　　．　　－　　一　　一　　一　　〒　　．　　一　　「　　一　　一　　一　　一　　一　　．　　．

9　　　　　⑨ 3月正8日～3月23日 15／270’13～272〃2 ⇔（4） （天平宝字2年9丹i昭～1明7日） 後金剛般若経経師等参仕歴名（尾田力X21 14／115」3～117

10　　　　　⑩ 3月23日～3月24日 15／272’13～273’10 後金剛般若経経師等参仕歴名（尾欠力X1） 14／114～115’2

11　　　　　⑪ 3月24日 15／273’11
（
↓ （G’）造石山寺所雑物用帳（尾欠力）②空

い
。
。
図

8



－

12　　　　　⑫ 3月24日～3月30日 15／273’12～275 （天平宝字6年）正月16日～2肺日 （Gつ造石山寺所雑物用帳（尾欠力XD 15／290～292

3月30日～4月4日
15／275～277JlO　　　一　　　．　　　一　　　．　　　幽　　　一　　　・ ⇔〔4） 天平宝字2年8月28日 造東大寺司解（首欠）③ 4／295」7～296

14　　　　　⑧裏 4月4日～4月17日 15／277’11～280 造東大寺月華（首開）（2γ 4／293～295’6

15続々修45／3⑬ 4月17日～4月21日 15／280 丙 （書込1行あり） 未収

16　　　　　⑭ 4月12（22カ）日 15／280～281 e （天平宝字）6年3月27日 鳥取国万呂状 15／441

17　　　　　⑮③
P8続　　修28③褒③裏

4月22日～4月23日
S月23日～4月27日

15／281～282

P5／282～284

⇔（4）

ﾌ（4）

（天平宝字2年力）

i天平宝字2年9月22日）

見参経師二二名
｢東寺司移（案）（尾欠）

23／173～174
P4／172～173

19続々修45／3⑯④（1）
Q0　　　　　　⑰④（2）

Q1続　　修47⑩裏⑩裏
Q2続々修45／3⑱⑤（1）

Q3　　　　　⑲

4月28日～5月2日
T月2日～6月6日
U月6日～6月10日
U月12日～7月4日
V月11日～7月22日

@　　　　　　（以下欠目）

15／284～285’7

P5／285’8～287

P5／287～288
P5／288～289’4

P5／289’5～’ll

⇔（6）

?
ﾌ
（
8
）
o
e

（天平宝字）5年6月26日

i天平宝字6年力）3月6日

i天平宝字）5年12月1日

i天平宝字6年力）

V平宝字6年3月23日

檜皮葺蔵収納雑物検注文
ｺ道主雑物進上啓案（尾欠）

ｺ道主局
b可田上等木工仕丁注文
｢石山寺所牒（首欠）

25／304～305
P5／374～376

S／523
P5／356

P5／440～441

＊（D）造石山寺所解移牒符案の第29紙背に、1行程度の欠失をはさんで続く。

（E「）造石山寺所雑材納帳（6年正月15日～28日、本帳は未使用紙で作成される｝

1続々修18／3⑧襲 正月15日一正月28日115／258～26・

@　　　　　　（以下欠失）

天平宝字8年3月8日～12日 （D）造石山寺所解移牒符案⑲ 15／161’4～163」8

（F）造石山寺所鉄充井作上帳（6年正月16日～8月3日）
　　（題籔に「鉄充駄作上」（表・裏）（15／292）と記す往来軸に第1紙は貼り付けられる）

1続々修45／2① 正月16日頃正月26日 15／292～293」5 ⇔（4） （天平宝字2年11月力） 写経料食物注文 14／245～246

2　　　　　② 正月26日～正月30日 15／293’6～’12 因 9月21日 上覆麻呂状 25／347～348
3　　　　　　③ 2月1日～2月5日 15／293」13～294’10 （→ （天平宝字6年力）3月7日 上作所解 15／378

4　　　　　　④ 2月5日～2月9日 15／294J11～295
経師粟田駆足解　　　．　　　．　　　．　　　．　　　一　　　．　　　L

14／178

2月9日～2月13日 15／295～296 日（4） 天平宝字2年9月23日 東寺写経所轄 未収　　　　　　　　　．　　　．　　　一　　　．

6　　　　　⑧裏 2月17日～2月21日 ⇔（4） 天平宝字2年10月3日 東寺写経二巴 4／339　　　　　　　　．　　　　　　　　　．　　　　　　　　一

7　続々修45／2⑤ 2月23日 15／297 日（4） 天平宝字2年10月3日 東寺写経二二② 25／255

8　続修別集7⑨裏
2月25日～3月10日　　　　　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　－ 東寺写経所牒（1） 25／244

9　続々修45／2⑥③ 3月10日～3月18日 15／298～299’7 e 天平宝字6年2月13日～2月2i日 （F’）造石山寺所鉄用帳（尾欠）② 未収

」
“
り

寸
。
。
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当　　　該　　　文　　　書 紙　　　　　　　　　　　背　　　正倉院文書
i紙数・種別・写真番号・断筒番号）

天平宝字6年 r大日本古文書』 分類 年　月　日 文　　書　　名 r大日本古文書』

10　　　　　　⑦③
P1続　　修26①裏①裏
P2続々修45／2⑧④

P3　　　　　　⑨⑤

3月18日～4月20日
S月20日～5月16日

U月4日～6月8日

@　　　　　（コノ間欠失アルカ）

U月18日～7月5日

15／299’7～301

P5／301～302

P5／303

P5／303～304Z8
P5／304’9～305

⇔（4）

�

　　　　正別6日～2月ll日

V平宝字2年8月4日

V平宝字6年6月1日

（Fつ造石山寺所冗用帳（尾欠Xl）

月s庄解
ｻ官以下人数注文’

ﾀ都雄足牒（尾欠）②

ﾀ都雄足牒（尾欠）（D

5／60～62
S／286
P6／275～276

P5／466」2～」7
P5／465～466Jl　　　　　　　．　　　」　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　．　　　．

一i5続　修4〔⑨裏⑨裏 7月12日～8月3日 15／305～306 ⇔（2） V平宝字4年3月21日 ｹ守徳太理事（尾部） 4／415～416

＊r大日本古文書』は「造石山院三役注文」と題するが、岡藤氏の標記に従い改めた。

（F’）造石山寺所鉄用脚（6年正月16日～2月21日、本帳は未使用紙で作成される）

1続々修45／2⑦裏③裏
Q　　　　　　⑥裏③裏

正月16日～2月11日
Q月13日～2月21日

@　　　　　　　（以下欠失）

5／60～62

｢収

天平宝字6年銅18日～4月20日

@　　　銅1帽～3別8日

（F）造石山寺所鉄充井作上帳⑩

iF）造石山寺所鉄充井作上帳⑨

15／299」8～301

P5／298～297」7

（G）造石山寺所雑物用帳（6年正月24日～7月27日）
　　（題籔に「雑物用帳／六年」（表・裏）（15／314）と記す往来軸に貼り付けられる表裏空の紙に第1紙は繋がる）

1　続々修44／6① 正月24日～正月30日 15／314～315」6 ⇔（4） （天平宝字2年9月力） 氏名二四（尾欠） 25／233

2　　　　　　② 正月30日～2月7日 15／316Z7～316」12 ⇔（4） （天平宝字2年）9月14日 坤宮下官葛木戸勲状 14／63

3　　　　　③ 2月7日～2月13日 15／316」13～318Z5 ⇔（4） （天平宝字2年）9月10日 知識二大般若経料二進送文 25／236～237

4　　　　　　④ 2月13日～3月12日 15／318Z6～320’4 ⇔（4） （天平宝字2年）9月23日 造大殿所解 25／239～240

5　　　　　　⑤ 3月12日～3月25日 15／320’5～321」5 ⇔（4） （天平宝字2年）9月23日 唐僧恵口状 25／242

6　　　　　　⑥ 3月25日～3月30日 15／321Z5～322JlO 日（4） （天平宝字2年）9月4日 為奈豊人啓 25／235

7　　　　　　⑦ 3月30日～4月1日 15／322’ll～323」5 ⇔（4） （天平宝字2年力）10月5日 高麗大山状 25／349

8　　　　　　⑧ 4月2日～4月5日 15／325♂6～324’6 ⇔（4） （天平宝字2年）9月18日 弓削秋麻呂榎外祖足連署啓 25／238～239
9　　　　　　⑨　　　　　　　　　　．　　　」　　　．　　　．

4月5日～4月14日 15／324♂7～326 ⇔（4） 天平宝字2年9月5日 東寺写経所日案（首欠）（1）寧 14／29～31

10　　　　　⑩ 4月14日～4月25日 15／327～329’5 ⇔（8） 天平宝字4年6月15日 土師男成銭用文 14／348～349

11　　　　　⑪ 4月25日～5月17日 15／329’5～331」5 ⇔（4） （天平宝字2年ll月） 奉写後金剛般若経料銭注文案 14／237Z12～238
（天平宝字）2年11月7日 奉写先経料銭用井所銭注文（案） 14／237Z1～’11

（天平宝字）2年ll月7日 司井人々大般若経料銭用井所残注文（案X2） 14／236Z4～’13

12　　　　　⑫ 6月4日～6月6日 15／33U6～’ll 司井人々大般若経料銭用井所残注文（案XD 14／235～236」3

〔
。
。
同

◎o
潤



9

13　　　　　⑬ 6月7日～6月18日 15／331’12～333 ⇔（4） （天平宝字）2年ll月7日 上馬養大般若経布施注文（案） 14／238　　　　　　　　．　　　．　　　．　　　．

14　　　　　　⑭
P5　　　　　　⑮
P6　　　　　⑯

6月18日～7月4日
V月4日～7月6日
V月6日～7月10日

15／333～335」2

P5／335」3～335’13

P5／336’1～337’7

（→

�

（天平宝）字6年4月16日

@　　　　　月9日

大工益田縄手経師貢進啓
ﾔ持果安解（尾欠）

ﾀ都継万呂状（欠損多シ）

15／461

Q5／350～351

Q5／349～350

17　　　　　⑰ 7月10日～7月20日 15／337’7～339 因 2月4日 雑用銭井円直銭等注文（首欠力）
15／350～351　　　　　　　．　　　．　　　・　　　’　　　一　　　一　　　．

18　　　　　⑱ 7月20日～7月24日 15／339～340 ⇔（8） 天平宝字4年7月25日 丸部足人解（紙面に押印22あり） 14／360～361

P9　　　　　⑲ 7月24日～7月27日

@　　　　　　（以下欠失）

15／340～342 因 悔過所（？）雑物注文 16／482～483

＊（D）造石山寺所解移牒符案の第28紙背に接続か。

（G’）造石山寺所雑物用量（6年正月16日～2月25日、本帳は未使用紙で作成される）

1続々修45／3⑫裏
Q　　　　　　⑪裏

正月10日～2月25日

@空
@　　　　　　　（以下欠二二）

15／290～292 天平宝字6年3月24日～3月30日

@　　　3月24日

（E＞造石山寺基準材井目皮及和炭納働オ

iE）造石山寺計量材井槍皮及和炭納椥O

15／273J12～275

P5／273Jll

（H）造石山寺所雑材質四十及和炭用田（6年3月4日～10月1日）
　　（題籔に「雑材井檜皮関門寺用帳／六年」（表）「雑材井檜皮及和訓用／六年」（裏）（15／365）と記す往来軸に第1紙は貼り付けられる）

1　続々修45／4①

Q　　　　　②
3月4日～3月20日
R月20日～4月12日

15／365～366’7

P5／366’8～367’8

e （天平宝字6年力） 写経料注文（首尾欠）②“

ﾊ経料注文（首尾欠）（1）

18／588’1～589

3　　　　　③② 4月13日～5月1日 15／367’9～369 e （天平宝字6年力）4月9日 上毛野真人啓

4　続　　修47②裏②裏 5月2日 15／369 e 天平宝字6年3月9日
　　　　　一　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．

Z人部荒角啓（首欠）（奥裏に封墨痕あり） 5／139

5　続修後集20②裏②裏
U　続　　修25④裏④裏

5月2日～6月6日
U月6日～6月18日

15／369～370

P5／370～371

⇔（8）

ﾌ（2）

　　　　　　　．　　　冒　　　．　　　匿　　　．　　　－

V平宝字2年2月
V平宝字2年7月15日　　　　　　．　　　．　　　．　　　一　　　．　　　一　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．

　　　　．　　　冒　　　．　　　匿　　　匿　　　．　　　．　　　■　　　．　　　．

試ﾘ銭解 4／261

7　　　　　⑤裏⑤裏
W　続　　修46①裏①裏

6月18日～7月6日
V月8日～10月1日

@　　　　　　（以下三二）

　　　　　　．　　　一　　　一　　　一　　　．　　　．　　　．　　　．

P5／371～373
P5／373～374

⇔（8）

ﾌ（8）

天平宝字3年6月10日
V平宝字2年6月27日

松原王解

試ﾘ銭解
4／368
S／273

＊r大日本古文書』は「奉写一切三所解」と題するが、内容により上記のように改めた。

O
。
り

N
o
o
印



（1）米売価銭費帳（第二札）（6年8月10日～9月24日）
　　（題籔に「米売銭用／倉牝」（表・裏）（未収）と記す往来軸に第1紙は貼り付けられる）・

当　　　該　　　文　　　書 紙　　　　　　　　　　　背　　　正倉院文書
i紙数・種別・写真番号・断筒番号）

天平宝字6年 『大日本古文書』 分類 年　月　日 文　　書　　名 r大日本古文書』

1　続修後集11①（1）
Q帥　　　　　②（2）

8月10日～8月28日
X月5日～9月24日

　　　5／266～268」8

@　　5／268’9～270

i以下欠失）

⇔（3）

ﾌ（3）

天平勝宝9歳4月7日 画師等訳名（案Xげ
i画師等）知名（首欠）

4／227～228
P3／220

お
一

寧（J）造石山寺所食物用帳の第4紙背に接続か。　　＊＊岡藤氏は、続々修43／9⑨（15／452113～453）を第3紙とされるが、これは東大寺写経所間配下帳（続々修

43／11、14／201～202、続修43嚢、14／203～204）の第4紙と見られるので、ここでは除いた。

（J）造石山寺写経所食物用帳（6年8月12日目12月13日力）

（
丹
）
影
堂
e
都
合
ヨ

1続々修38／8①
Q　　　　　②
R　　　　　③
S　　　　　④①〔2）
T続　　修25③裏③嚢
U　　　　　　①裏①裏
V　続修後集20①裏①裏

8月12日～8月18日
W月18日～8月23日
W月24日～9月1日
X月1日～9月8日
X月9日～9，月13日
X月14日～9月17日
X月17日～9月19日

15／471～474Jl
P5／474’1～476」1

P5／476’2～478’3

P5／478’4～479

P5／480～481
P5／481～482

T／33

⇔〔3）

ﾌ（3）

ﾌω
ﾌω
ﾌ①

天平宝字3年3月

V平勝宝9歳4月7日
V平勝宝2年5月26日
V平勝宝2年5月6日
V平勝宝2年6月5日

大仏殿願絵画師作物功銭帳（尾欠X3）

蝠ｧ殿舶絵画師作物功銭帳（尾欠X2｝

蝠ｧ殿舶絵画師作物功銭帳（尾欠XD

謗t等歴名（案X穿

o挙銭搬
o挙銭忌
試ﾘ銭解

4／356’9～358

S／354’12～356」8

S／353～354’11

P3／219

R／405
R／391
R／406

8　続　　集25②裏②裏 9月（22日力）～9月26日

X月26日～10月5日
15／482～483

P5／483～486

⇔（1）

ﾌ（1）

天平勝宝2年5月15日

V平勝宝4年6月7日
出挙劇職

vﾔ連乙麻呂・三千代連黒麻呂解
3／395
P2／311～312

10正　　集44②裏②裏
撃倦ｱ々修38／8⑥　③（1）

P2　　　　　⑦
P3　　　　　⑧
P4　　　　　⑨
P5　　　　　⑩
P6　　　　　⑪
P7　　　　　　⑫

10月6日目10月ll日
P0月11日～10月18日

P0月19日～10月23日

P0月23日～10月25日

P0月25日～10月29日

P0月29日～ll月4日
P1月4日～ll月10日
P1月10日～ll月17日

5／23～24
P5／486～488’5

P5／488」6～489’4

P5／489」5～」11

P5／489’12～490’10

P5／490’11～492’1

P5／492’1～493’8

P5／493’8～495

⇔（1）

ﾌ〔1）

ﾌ（1）

（天平20年）

i天平勝宝8歳力）6月9日

i天平19年力）

V平宝字6年4月17日～20日

@　　　　4月9日～17日

他田日奉部神護解

m慧常請彩色状
F勢内宮筋金物用度注文（尾欠X4＞脚

ﾉ勢内宮錺金物用度注文（尾欠X3）

ﾉ勢内宮錺金物用度注文（尾欠X2）

ﾉ勢内宮筋金物用度注文（尾欠）α）

iA’）造石山寺所下銭帳②
iA’）造石山寺所下銭帳（D

　　　　　　　　　雫　　一　　幽　　」

@　　　　　　　　一　　　．　　　．　　　．

R／150
Q5／198～199
Q5／371’2～’11

Q5／370’7～37111

Q5／369’7～370」6

Q5／368～369’6

P5／459’8～460
P5／457～459’8　　　　　　　　　．　　　－　　　一

18　続修別集48⑩裏⑧裏

P9続　　修22⑩裏⑩裏
Q0続々修38／8⑬④〔1）

Q1　　　　　⑭

．11月17日～ll月24日

P1月24日～11月28日

P1月28日～12月6日
P2月6日～12月（13日力）

　　　　　一　　　匿　　　．　　　．　　　．　　　－

T／30～32
P5／496～497

P5／497～499’7

P5／499’7～500

因
o
e
㈹

天平宝字6年7月23日
i天平宝字6年）4月4日・5日

仮名文

ﾀ都雄足解
o師等充紙帳（首欠力）

i書込1行あり）

未収

T／255～256
Q5／260～261

｢収力
O
寸

＊（1）米売価引用帳の第1紙背に接続か。　＊＊r大日本古文書』は「造大神宮用度帳案」と題するが、岡藤氏の標記に従い改めた。



ヨ

〈参考〉造石山寺所雑用手実（天平宝字6年3月3日～8月9日）
　　　（題籏に「雑用手実」（表・裏）（15／357）と記す往来軸に第1紙は貼り付けられる）

1続修別集34① 3月3日 15／357 e （天平宝字6年力）3月10日 安都雄足牒 15／438

2　　　　　②
R　　　　　③

3月10日、11日o3月15日～25日 15／358～359’2

P5／359’3～’11 因
　空
ｧ像彩色料注文 12／256～257

4　　　　　　④ 3月26日、4月3日～13日 15／360～361 空

5　　　　　　⑤ 4月2日、6日、13日、17日 15／361～362 因 写経注文（首尾欠）②や 21／526’7～527（1行未収）

6　　　　　　⑥
V　　　　　　⑦

4月18日o4月18日 15／363’1～’9

P5／363～10～’11
e
因

（天平宝字）6年4月15日 造石山寺政所符案（紙面に「不用」とあり）

ﾊ経注文（首尾欠X1γ
5／215
Q1／526’5～’6

8　　　　　⑧（8）
X　　　　　　⑨（9）

P0　　　　　⑩

4月18日o・髪・臥・・ 15／364’1～’3

P5／364’4～’10
6
⇔
（
8
）

（天平宝字6年力）

i天平宝字）5年ll月21目

　空
K用帳（首尾欠）

ﾀ都雄足啓（首欠）
5／369
｢収

（コノ間僅欠）

ll続修後集6⑥　（3）
P2　　　　　　⑦（4）

4月24日o4月24日 5／220’2～」5

T／220」6～’8
e
因

（天平宝五年力） 某状礼紙？（ウハ書「申上石山寺務所扱び封墨痕あり）

G物用度帳（首尾欠）
25／338
Q4／41～42

13　　　　　⑧（5） 6月21日、27日 5／239～240 空

（コノ間口欠力）

8月9日 5／261 空

15続々修45／6④④〔1）

P6　　　　　⑤

｛8月9日8月9日

5／262～264’1

T／264’2～265

⇔（3）

ﾌ（3）

天平宝字2年4月9日
V平宝字2年4月10日

画師行事功銭注進文

謗t行事功銭注進文
13／234～236

S／271～272

等

＊r大日本古文書』は「奉写一切経所解（？）」と題するが、内容により上記のように改めた。なお、第5紙背と第7紙背は接続か。

O
o
。
印


